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依存ど?悶係的伺点による公正の υ周;>，;:;~J\み :n

序 章

問題関心

11 義 (.::1刈 C{-~) .公 11'. ([;-1:]民間ノ， 'が人銭。コ普遍fド)(;問題真心、予ある

こζ(上主Jtl"，討ないυ なぜ右ら、公正lよ人々の行動の動機)-右るからであ

/，0 0 人々が!司人 1'，)なレベルにおし hても任会:ねなレベルにおいてもう?~II さ

千求めて行劫を起こすということは、古今泉I'L，をl明わず見られることで

ある l そ L て、 J、が実現すべき主まぶまな Ui値の凶でも、公立;ι~，.::最も

人一きなものの 1つであり、法:/)本質に関わる話芸jなfffi践である人々も、

i去が公王さを実王見宇るものである二こをi.:;燃の三ととして!守Ptするであ
ろ弓 不平えは、このような 公正」について事l会心理学的研究によって

その|ノイ容と本院を解明し、そう Lて得られた先I~が犯罫被7存者の内，~:..こ

社L1持ちつる可能でiを詰とるものである f そし、、 J犯G"非}正;

F戸T二i.~身詰と l件閥ι剥l片才わ)iり)のある 7市F目d享言司l 法をめくぐ引る丈読子r続t声有 Uにこ Jおjい fてと心ム以九ば為終'[-釘釣J に納j伴!悲』し、 満

足感を符るためJ必要な公正さの条件を提示すること千Uc七とするυ そ
のや:めに検証される似況は、 1日吉E被子守i苦が最終的な満足を得るには、い

くつかの社会心Jlt[(!:l'内需!/:Cによる公11出を得ιれることが必紫であり、
そのためには犯罪被許有力でルブ・エスティーム2を光)~ ~t るここがE玉

県であω、といゐもの?ある fj，. (/)市うなtH七ιiN訟は、 i江|、の主う

な認識から設定されたぺ

Jヨ~Jr-~tt~i百音問訟を;累犯こして取り上けるのは、そこにj改訂 3 れるべき

rあるにもかかわらず長午bzi苫またはき王促べれて持たん主な小公疋のfnf
題があると宅えるからである 犯罪被吉右は長らく、法相ふ iも実務 も

!討議の対象からはず主れ1きに l忘れられf二存可1 常7畢， 2000引であっ

た。かッどは犯罪相主主{によるザメ ンから[C<，話予一るとめに耽れるのは白

1 j\.~両日J. -'i.:..義 J と「公正j を勾に己主日lせずμ互換可ド捉え、iLIT止に合わ寸

Cよf，，".1，'，:本稿がてFI持つ亡f二ノド会、理 7自日:ノキにおいては、 J U:::~lじごと

fai了nておお は1寺JこIマ日lきれす (Lnd位 、"，r.-'-百88出、日本守ftで(よL、すiLj，迫町、

!ノL;.'1 r. J !.: Jo:与れごいる xリ/"・タイラー 1D9，3:3，270)，
2月己主，こ、、青4主感ffJfFM1される治人 二れらし土1'常話，1.:Lごも用いられふ二 r泊三

多く、その分転々な 'ノンスをもつので、)，..:.，f高では!庁、EE円刀タカナ表記を崩

し、る〔

二日誌S7(2'4S:J):J巳7 l:JoJ 



ーふ 門

i師"光

うよ白身や身近な人々の協力だけであったと言ってよいc 今日では犯罪被

害者白はが制度の不備のE文面を訴え、打いに:ム;援し台う白即Jグループを

作るなと、の活動によって、社会に対して活動するようになってきた。そ

れらの声を反映して2000年には犯罪被害者保護関連一法が成すしたが、

これはより被害者保護を徹民する観点からは、到~i主点、というよりは山発

点であろう。これほどまでに不満の声がltj まり、それを:ム;擬する人の*~û

が拡がるということは、そこに看過しがたい不公正が存有することを強

く示しているc 彼らが求めているのは何よりも「公正さ」であるのに違い

ないc

公正さもしくは不公正さの知覚は人々に多大な影響を与える。人々の

感情や行肋は、公正知覚によって大きく左:{iされることが明らかにされ

ている。小公正であるとの知覚はしばしば怒りの感情を!草く。小公正な

経験において人々が述べる最も 般的な反比、は怒りの感情であること

が、実祉附究の結果として報告きれている (Clayton，1992: 82)。怒りは、

攻撃行動の心理的メカニズムの研究における情肋発散説によれば、攻47

行動に結びっく (安藤・大坊・池111，1990:132-133)っ jーなわち、ィ、公

11さの知党は反社会的な行動に結びつきやすい。 点、公11さの知覚は

I"j集団的な行動につながる η たとえば、人々は円台、たちにとっ亡嵐長しい

政治的決定であっても、権威者が公11な手続を跨んでその決定をしたと

知覚した場合、権威者を支持L、その決定に自発的に従うのである

(Tyler & Degoey. 1995:488-492)。すなわち、ある状況において人々の

態度がどのように決定され、どのような行動が選択されるかということ

において、公11さについての評価が決定的に重要なのであり、遵法的態

反もまた公正さによって決定されるのである。公正さはこのように大き

な効果を持つのだから、犯罪被害者問題においても、そこで求められる

公正さの内科を追究することは重要であるだろう。 犯罪被害者問題は、

最初に絶対的な、しかも多くの場合回彼不可能な不公11が存在し、しか

も不本意な刑事裁判の結果であってもそれを 11受しなければならないこ

とが多いc それでもなお犯罪被害者問題において社会心理学的知見によ

る公正さは有効でありうるのか、追究する必要があるだろう。

公11さの追究の意義は犯罪被害者問題においてのみあるわけではない

ことは言うまでもない。「すべての法は、人間の行動仮説を基慌にLて
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依存ど?悶係的伺点による公正の υ周;>，;:;~J\み :n

おり、それらは、の有効性千活);1'1能性はその行動仮説の止確伐に部分的

に依存している \~a口 1986:279; 訟は 1998:7) こずれ:工、公!とえの

引がj件ドかλがみて、 般(..:t-l会的自"宝、法的自J支奇設~ I-!- る :;t~(こは、

公， 1 さ(，:~t>>i:わる人々 の1J動子i叫が必授であり、公，1 さi十分仁配慮する

こζが必要だとい-，ことになろう}

さらに、 玉公::::--11.-'-さ1をj拙出号告:持号

効を子:測H刑1す£と， .寸うこと以 lの重要性があゐと考÷りiれtるじすなわち、
人々が知i父寸る公正主の内容を吋うことは、人々が抱く権利;，-.同わる意

識、権利そのものの本~!jjl!Vlを伺うこ fこにつながるのではないかとし h つこ

とである仁社会心科学における公正研究の孝行 入者のよ人であるラ

す !土、公正を、「ある人の運命 ζ、その人が交!?ゐ資格千干十つ (eniillec1)

もの 寸なわち泣するもの (dcscrvcdl どの肘;こj直司公 」えが

あるかないかということについ1のん九哉を 亡する、 l伴伺的、感情I';~

要みを杓う判断である」と定書記した (Lcrncr.1981: 12)へ)1'当りjきの感覚

は人々が実尽くに受けた運命の{~rí':!吉と、人々が受ける資格を持つ運命力 lìlfJ

につい亡 の判断から生じる J ある人的理ü'{ì Cl)'~ましさ，C 、そ OJ 人が資

日?を持つJ延命のきさましさとの同;こ評価IドJ次元て冶哨与があ之と、不公，1の

じる。それはある人IJ司法する 0' じも多く書受け }，z，ーっとかあるい
は少なく交口取ったかJいゐ判開fj Lこ見ることができるつここで百わ

れる、 lある人がf位するもの、資情を有するもの j'， i t権利のこ;.に他

ならないしうと，1与の半I;liがd支偵したものと るものとカ符合のjト;旬J与

の lf~it!:lであるとし 2つことは、 犬i兄いっし 2亡のまご王子ちの杭出il止、才幹事jにつ

いての'fIJ日"1-土コて媒介されるということである J すなわち、公iIさは

:こv"')¥， '¥て によって規 :~-t~ れるのであり、公正を向うことは、

ある人がhする収利はどのよ λなものか、またどのようにその棺利が決

まるのか、とし、う権1'IJの本Nそのもの、権利の本源牲を問う問題につな

がるのであ足。ここ J、人々 つま公， 1 を求める出出もあるのではないi"(~ 

lL、われる、

へのi-o昔、刊先i主にザコし冶ての実証約九片手lzから、究極の;首位l主党i主をよラ:け

た人ii~求める公正き γついての考察キ行ったゴレバーグ (K:)hlbrrg ，

"， !μ?様CJJi'i，Y司として松村 199，~:~97) を劉l討に

二日誌57(2'4S:-)):!巳三 1321 
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L ノ (.;k公止さと人格の争当〆を守{止なものと祝えとか Lコー Jレパ-7，

ヲ7，1:87;松村 199，1:31:')、本t;;で以、法の対象こなる人ジ〕澗に犯，f-;"を

すtき、人ヤが七 Jレフ・工入子イ ム会維持、高禄できるここが公疋XU'i止

ぐノコ I'J ，Jtモポあると↑lえ乏し、ふのことを実;J:':j0~:~!'W認することを lJ jSとする。

セルフ・ J スティームシは、 fたうl士、 l人7告，"F0)給対(1%;1]]戸 J主わち尊厳

εヨ己にfイ1、てEZめる とし亡、背長論。)対象であっともので

あり(法談・ニjニiニ1・市ij，~ 992軒、心坦学;CI9¥:(.土、シ Lームス Ucl:nes，¥V.!

以来、「円己評仙の"':1青」とされているものである 本稿f上心i叩学的寸

法と泊09.:こ依拠 ι義・公立についての探究を行λ ものであるが、 fえ

者の心山学的見解ではなく、前者のように γルフ・エスティ u ムを捉え

る。公正さの~'-'-~: '>\~I たj行の迫究lfヨ t，;ては、1rJli怖に悶わるものと lての

J)~え方が註要ーであると 14、われるからーである r

2 公lE研究のf立醤づけ

公正研究l立法学と心理学の学際領域である法心理学の重要な領域と

夜づけられる" iJ、 s ， J~P."-?の府，ょ Ú-:l 展 i唱について!土、か1 L，学問hして、

ここ2oif-ほどの聞に7官民したと 1日し、τ のテキストには古かれることが

多い

ノZートルレコl土、法学).. L、担学の~係 7ト乃つに分類する見 )-j1，川市rL "， 

U る (Bariつ<..¥:HarLul， 20のふ 2-，-1) その第ーはり、における心 liI'?

(psychf)l時 yIn tte bw)と去三見与れる現'+で、員三も 般的な悶4系である〕

これは、法シλテムが、特定の事ft!の給米 1 ;<，>i.ナ去ゐために心見学

者とその知p設を jijL 、る頬係である J たとえば、折、口人の'f[j 'tll;ít>乙や I;~:~ 笹子

J:ill1Rに悩(;，-1r-設 のコ〆サノレァノ〆グなど、主に臨床心正1" '/'1'11，1;0 ，礼:~t王

法が使われ/，00 このi有慌で;立正の慨が自安打Fであり、;云の}不安な車i:Jキiにお

いても、埋学が禾1;吊されるム

白与 は心理学と渋川町 c~lO lu灯 λn(~ lhe lawi であ I)、法学と心理学

Bé\ r~ot &. Bλrtot (2υ似 1)、 Kagc l-j ~.O 8: La d口 (:902:¥')など安委lIfiのこと。

なお、 iJ、学，l.:)L涯学の A欣kいう続J戸からは 社三につい亡のこ、辺宇山研ノt:! 
いう，11;で19世紀にまな遡る(片l民 19D8:2)、現存の法心理子:のブレロ(二

!j、く多訴でさりに急述に必展Lてt、るむ

1331 ll:i当日7('::'4仁 2;96~
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のす妾削!の村山か始まうたのはこの間号、である}こじつ悶夜、ではィと L'!主

対守で，.r'"，'手土法のさまさまな構成雪、引を心理，'(:u0J;:!J松から分析、

検~ir ~，、 υ涯学的研究と浬論号令l長?下せる独山のf子同七野こ 1~ ~:) iしる、

人念に言十l由され丈実践をjdvヘそれ.'r， 0)実験結果を税イ干して、ィ三ンスっ

ムtこ問する{，.，w'学的知見を詳積するハ心四千:よ、人間千丁勤に問する数多
くの法的な仮説が実証的 iニ:主将されるかどろかを n~)t:-t ることがでえ

正。たとえば、必存決定L形主主する要図、 LI 言の 舵|さな正存性、

精神病以高の汗斗決定能力などしi)疑問， >特え、き吉宗を1j、グ)1!F::: 1三える

第 :立u;IJ>l~、子十件 \pれ chology o{ιI日 la¥.v) の関係であるとこの関係

では、心球学LJ行到の胤定問としてのI大に主Jしして、よりJ日集院にアブ口

ヰ:'-4-る 伐と社会的利TL!':七寺、坂署i声明菜、 i之の人同行肋(1)コント打ールに

対する肩効性、;-:}.、し小二容と}[1台を決JI"-， る要f司与:どがァーγ と去る n こ

のタイプ。の研究;土、基礎u-、学的関心、の問思にk;JL 、"\理手I'>~にアプロ

与するものだこ百えるだろうへ公正¥IJlノLはこのタイ"'};二回するへ

正友・公正の問題 ~-i)古ijj;8の通り古代ギリシャの科学から絞っ返し論じ

ら2してきて d下:.;i) 、不稿が土に↑ê(jv~する社会Jシ;'1;学における公正研究也、

規範手か綬検科手かとしう法1.' はあるが、そ札らの 1[\ ヅーt'l~議論を~:ぷし、

その連続 iーに心」早苧羽公正研完キ1:)i百つ~けているに01W;1& (レ CC:10C，Q"

1 Sロ]丸 11，うれぐ一山岳じonk，200ο 切に」のことは、社会心理平トおけ

る公止伊光の始まりが、ホーマンズ U-lo肌ans，む仁J が人聞の社会的

行動の分析にアリストテレスグノ l 分配ú0J'~I:-:1 (i)概:~を持ち込人で以米

とちれている :Coh印式LGrccnbcγ立?日82:S; 不ーマンズ 1出 i第11章l

ことからも逝}押されよ行。それわ、i立、村会υ珪宇はうちはじっ実質的ぽ珪ド

ついての五社的行IIJeを積み重ね、その公liJiJIヲド〉発展的旬、.11.:;，が、その

まま任会<<f号許におけ必公 :1'.tiWjy: ♂〉戸わ ~，A ともなってい 6 c

トマンストよる定式化かもとに、 19日日年 iニアダムス C\(~a:ns ， 1. S.) 

が祁川の句、 ~I の公， 1 ノベ学び〕理論{ヒである街十盟諸 Eleor.y;“を提

" Ski~kc， & Cr()sb¥ (2υ03: 282--28~')) (よ公"研究の流れにつ v てのコンパクトな

「呂町であ，L

6分配的公正ι〕長牛を旬、l'であるとする J ここにいう侮手、法?における工

クイ T-Jどは戸!なる制札念である。

q1 
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附してから、この街平理論をめぐって公正研究が本格化した。 1960年代

から70年代にかけての公11耐究の中心は、報酬の公11な分配を中心とし

た分配的公正であり、衡平理論は投入に対「る報酬の比例(衡平)を公

"恭準と考えるものであった。当H時守の公11古緋片究は物質的な白己利主

求苫と Lての人阿i像i控主を前提としてお iり]、街平理論の研究者は、人々の公

"への関心は、長期的あるいは短期的な白己利首を最大化する欲望から

生じるものであるとし、人々における社会的相互作用は「父換」という

形で概念化きれていた。やがて衡干のみが公正さを決める唯 の某小で

はないとの主張が生じ、衡平理論はさまざまな修正を施されたが、それ

でも公正を分配という観点から探究する研究が続いたc 分配的公正は、

何らかの法的結果を公正であると感じるかどうか、という JI三で、法に悶

わる公正枕先の重要な従属変数となっている。

1970年代、「ば以降は、手続的公正への関心が分配的公正への悶心を上

回るようになったn すなわち、分配の「結果」のみが公正判断の間出な

のではなく、結果にいたる「過程」の重要さが指摘され、そちらへ関心

の中心が移行したのごある η 子続的公正研4冗の興降のきっかけは、ティ

ボーとウォーカーの法的紛争解決における干統の公Ilc!惑の研究であった

(Thibaut & Walkcr， 197，，)η ここから社会心用字において法学的関'L、

に基づく公"研究が始まったといえるであろう。手続的公11耐究では、

人々 は、たとえ椎Ii&者がイ、干IJな決定をしても、公正な千絞にしたがって

いるなら、口分たちの集けに愛者を持ち続け、権成者の決'rcに満足する
ということが示されたっ

1980年代から90年代は、さまさまな場面における手続的公"と分配的

公正の桐対的重要性の測定が行われる 方、なぜ手続的公正が重要であ

るのかについての探求が行われるようになり、手続は人々に対して什会

的価怖についての重要な情報を伝達するがゆえに重要なのだと論じられ

た。人々は集団において白分が何値ある成員であると感じる必安があり、

集団のメンバーンツプにプライドを持つ必要がある。多くの研究におい

て、人々は時重をもって披われる限り、好ましくない結果でも公"であ

ると判断「るということが確認された。よなわち、人聞は物質的な白己

利耐の追求からのみ表現される存在ではない、ということがjJ、されたの

である。

[3;)J 北法;)7(2'4日))962
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社会心理、?における公止古ul>;t(ょ、当初から、王に人々に報世相や権利な

ど主主 Lいものを与えるj品却についての公Iを'1'心に伐究されてきたこ

これに到し、近年の傾向と Lては、 12等が![1: iこj詩作や不公疋が行われ

た状況右ど、主主ましくない状{出おける公l さじついての什究が重要性

をtI'1してきてしもる υ いわゆる山幸ltt均台I[O)問題であるじそこでは、人々

が不公こ対して認則的に、占的に、行動的にどのように反伏T6か

ということが探究され;{..;" r汁やも特L 、かつてはあまり考慮さ引なかう

た l感情 が重読されるようになうてきている。エのほか、域住(/):~~正

研究の j立った特徴と L"'土、アイアンテ κ ティの仰点から公ιを飢え

る研究が増加してきているごとが学~fられる。三二でし、うアイデ〉ティ

ヲ fとは、 c 1)クソン L七九 ~-:k~():ì ， E. H.Jが理論を展開Lた白状同 性

とは異るが、斗う了の視点をどの集虫、 Yの地位lおくかという、日U

C')先え jJの枠組み、としう苦味である v 公正研究においてアイァ寺ンアイ

子寸に着日 Fるといろここは、公正さの対l覚においてPL.'，をどのJうに

規定しているかと t'う主己1概念バが重要であるというここである}セノレ

7 ・ュスァ fームも戸巳机念シ L'C現定される他n立筑念てあるから、こ

の 1，';:からも、公'1.h!1'究[こおいて七 1レフー J スティームをI'iデ31:することに

は古美があろう P

以|の、 j}円「ぷJ公l 包子続的公11 ' I心認白、J公11こL寸分類刀¥公 11'，(/) 

h工事 8gj:~慾であり、 1~~止の心j-lI1. "t Clノ宇\Lk1i.みごある J そして、手絞的公止

乃知 '0: こ、 J主体 l~i0公 1: である分1目的~'~.l 1 と !， i' 牛~:l[]'0公!との関係 !)n:~;:~-~が必

要と戸れるのである J

3 課題の構造と方法

本 f誌は jP， QT 被古をことrI有1)1 丸~O) 土q字的lヰ]~鳥羽、況としてとりあげるが、 rli]

実Eの1誌i圭そ灯、「の):.:) (ころtえているム

L りケソンが民f#J! 〆ア二 γ/ ワ♂シつ f フ~(よ、自技を形成←j る戸、jイドヶのもの .c

おり、伴、y されれば不荘、である

2月ザ向JJに対して陥照の 7らに抱え f いゐイメ シ YJ55;昔、感'I'ijヤ 1ホ i;~>i ，J け

などの誕百三一その人の芯議平行動的あ打ノうに討して人き J士::3饗を持つ l社公心
埠宇小引典 p，8S-89)o

二日誌57(2-44:>):)ιi [36J 
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)}レウェ の法社会学者エコ 7 (Eckho[[， T，)は、人聞のほとんどす

べての十日行作川を「移転」として捉える (Eckhoff，1974: 3)。ある人が

他人にMらかの行為をすると、他人はその行為にプラスまたはマイナス

のf而値を十l与する。そういう付与された何らかの何値の移転が人の相ザ

作用であると見るのであるc人の相互作用は複数のこうした移転が結び

ついたもので、そのす:なタイプは交j~ と配分である。交換はいわゆるギ

ブ・アンド・テイクで、エコフはこれを 4種にうf類している (Eckho[[，

197，1: 3-5)，配分はいわゆる分配状況であり、複雑な形態のものを合め、

8種に分類している (Eckholl，1974:5-11J)，エコフはこのように分類し

た交扱における公正さを「応報的公正J (retributive justice) と呼び(前

担割))、配分の公正さを「分配的公正J (distributive juslice)と呼んだυ

この「応報的公正」は二者の閥係に限定されるが、同家が被7，:者に代わっ

て犯罪者を有罪とするような、他者に置き換わる場台をも合む(前掲

32)c どちらの公正さも、某本80な考え方は「で等」である応、械的公

正」においては、 Mらかの行為により Eしされたバランスは凶復されなけ
ればなら「、したがって交換される仙値は管制であることを要求される η

「分配的公II，J においても、基本的な与えノらは受領者は半等に扱われる

べきであるというものであるつ

エコフの「刊Lし

れるj場品合が多い(第 2章参照)，η また、エコフの「応字社的公正」と本稿

第l巾で述べるl心報的公1Iは["j の概念ではない。エコフの IJ.t:手目的公

正」は交換的公正と呼ぴうるものごあり、第 l章で述べる応戦的公正は、

般的に、ルール違反があった場合の社会の成口の公1I感に関わる反k、

である。しかし、本稿は後述するとおり(第 1章)、被害者の視点を豆

祝するために、エコ 7が命名した一者関係の「応報的公II，J を、被害者

関係的伺向、の比、報的公正における重要な伺点として取り入れることとす

る。

エコフの図式を適用すれば、本稿の問題の構造は図1のように捉えられ

るc

Iigurc 2の関係は、マイナスの価値の交換関係である比、報的公正の関

係である c 犯罪を、抽象化した法前侵害と捉える刑法の構成に対して、

こうした加害苫 被害苫の関係を重視する見方は、近年、修復的司法を

[37J 北法;)7(2'448)9以)
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白昼ue6

" Jlgu路5一一一一一一一一一一一一一

裁判所1 裁判所2

被害者 人A 人B

""ぽe2-'

;T' :'，(;11'(' 2 :d ;~rLI1O ;f 、 19円;:'[)， :'，(;11いら ， n:;:lrl 行 tよ百ちり-よる

図1 問題の構造モデル

めぐる議論の巾でも行われている(高橋， 2003: 60-(2)， 般的仁、 )Ji:，、

割1G~ ~'-とよと研究!土社会;こ，1-- .，_)一\のに、宇11ú~公立がァーマてあるが、ニのよう

なーすの関係として!，!:.郭tベJ公':を糾えることは、個人(/)机，1 I 'Tを ::1なとす

ることとなる。ミク口の公正 (Wljへiバ、ルj とマクロの公正 l媛庇・社
会LベJ!--! f玉、例人のえ;IJ主主とその'f[~l 人 7ト合す，-ij主同心不iJdi止が中容れない場

合方あり、しば'-IJ対立寸る しかしみ;稿は勾~r被中高に;-つての公正

l惑を問題とするので、個人の机j守からの公Iを止法うこととなるつニヵと

め、ムオ高における持 ~;iiì7)す、マク U のぷ買古からはたJ，.7j 今、氏、-F?J43好まじ

いとは以らないということが牛じる可能性はある

:】見i伊c~)の悶係;よ民 771的な分自己的公正 (í)関係である、活'-~;'i 、核害苫 lよ

してし hないが、行われてL、ることは第一者機関によ。法イ'"保百の青

(]の円i1'への分配である(こごド J正、 E七秋出iという d五イ不F5半:j同lの結果

円分配にかLIえて、手続き卜の権能の分配すなわち子続的公 11も含まれる

と司ることができる、したがって、 J~~)i:

するには、 1つの公 1:-- 百三拐、/寸版、 ジ〕統合I'i'J時係を追従すんご

とがJ、要であろっ

さらに、ある牛，おける責イ千 '1)断:立↑也C)h:j益。)斗とのパラ〆スも

考忘されるので、 IIおureG (J)分配{ドJ公ιク)08係もある ο 本稿ではこの閃

二日誌57(2-441):)に9 13只1
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イヨミを悦3f i 二人 j~Ll:.分布1" ~;_t 1了わないが、:fJ~主;苫のみなよ】す被宮一苫もニフし

た対 1，1を十手九うるは Fであるので、こうしよ二点も加えよ分 Fいがより詰ま

1いこ考1られる

本平日は具体計問題イ人祉と:-r犯罪を扱うので応較的公II'J:"8心的テー

マ ζ なる ο モンゲダi 工、，I.l:、報 flj 公正研究の経，~~干 i";'flj 王宮E と〕て、応報

:1'0公:1動様、公:h決牟、原阿舟恒;・ 2受十r舟収、公:1判断と必↑占との調わ
:'1 、公王の初 w という 5 点P挙げマ九三る \~"']onL2山氏):)2:4:1) 本柏でl土、

千続出j公L 、うr自己的公正、応域的公正、てん 7γ スァイ-}、の捷係を

迫j口 4 るとともに、これら 5 点の;.l~'報[ドJ~ 正開校をためて'支託研究を?了

与 n 具体的には、犯ヨl 被d古音に 1;(.; ゐ応-~~:i的公正の手:現の辺校の分析 r

デ 7レを図2のJうにきえ、このモデ7レ:ーしたがって調査を行っていくこ

とと寸る c

裁判過程 「

{被害}

セルフーエスティーム

t¥il2 応報的公正実現過程の分析モテル

なお、このl可泡設定J正、ョíl~~ì で述べfニ公正研究のJ:~泌芽 RTまえたもの

ともなっている すなわち、不公 11な:1-;IJ出;おける公:1をJ泣う同窓であ

り、成怖を草場寸るヌドの行iJ! ずfの i'J:Lれにも沿ったものとなる ι ，J l!~îj!::1)被

否者のtH./:r，に i!ったも'1兜を?74とき、仮害者J品いを考慮にへれることは
不口j欠でふる l これは平におf写苫怒れf れして配怠ヰ要するというl5;昧

か片犬けではなく、公 11'1':)断。〕前提となる責任ilJl1合れ干おいで、 l点滴が重

設な(劫きをするこシ されているか['である (11m，ワ(lO();フ印)1) ， 

l3~J J II:i当日7(':> 44日)9:J宅
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また、セルフ・エステ fームをキ一概念と Lて、公正知覚と自己概念と

の関係を;f:t究するものともなるは「である c

本稿はJJi:，:、報的公正の主体を被害者とする，出が大きな特徴となろう。刑

制理論は対象を犯罪行為者と社会一般の人々と怨、定しており、社会一般

の人々から被害者を区別する祝向、がない。 しかし、被害者学的に考えれ

ば、下体として一度被害者を独¥r.に考えることが必安ではないだろうか。

なお、本稿は社会心理学上の知見と方訟を用いるので、研究対象とす

る公正は公正の知覚すなわち主制的公正である。ある l比率liá0~喜平ととれ

ほと 致しているかという台、で測定されうる拝観的公正は本稿では扱わ

ないc 本稿は、紛争の被.r，:者側当事者の、紛争解決結果、刑事裁判の結

果の受科や満足皮の促Jfrという、公正の主観的効果を問題関心としてい

る。したがヮて、本稿では「公正とはいかにあるべきか」を論じるので

はなく、人はある状況においてとのように公正を抑えるか、ということ

を問題にする。このため、客観的に見れば必「しも公正とはいえないと

恩われる場合にも、人々の知覚としては公正であると判附される場台も

あることになる (Lind& Tylcr， 1988:4)。前述の通り、人の忠考、感情、

行動は公11 ・不公11に関する判断によって大きな影響を受けるのであり

(Tylcr， Bocckmanll， Smith K Huo， 1997:4)、そうした判断は主観的に構

成された現実の認設をもとに形成されるのであるから、 T.観的公11ーを追

光することこそが重要なのであるつ

4 本稿の構成

木栴は大きく 2白防、ら構成される。

第2部において、上記3節において述べた説起のA天祉研究を行う。し

たがって、第 I部は本稿第 2部の実証鮒究の背景を理解するために本稿

にとって重要な公正研究およびセル7・エスティーム研究の知見をまと

め、理論的枠組みを提jJ、するとともに、第 2部の実iiFM究においてJIJい

られる諸変数を説明「るハその際、公正研究の暦山的民聞とは央なる順

で諭を進める。本稿は犯罪被害者をT体とした公 11とセルフ エス
ティームの関係を中心的テーマとした公正研究であるので、まずテーマ

と深い関わりのある応械的公11について述べ(第 l中)、その後分配的

公正(第2章)、手続的公正(第3章)のj慣に述べることとするcセルフ・

北法57(2'44;))%7 [40] 
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エスティームについては、第 1章の比、報的公正と併せて概観するつ

第2部では、第 l部でまとめた理論的枠組みをJiJいて、本稿。〕課題で

ある紛市の被害者側当事苫における公正とセル7 ・エスティームの関係

を探索する実証け究を行う c 第4中では紛争の被害者仰を対象とした応

報的公正に関する全般的な調査を行う。第 5章では、第4章の調査で何

られた知見をもとに、さらに問題点を絞り、'1':1対を操作した実験計|自|法

に基づく実験を行うし終章では、 2つのA長雨下研究から何られた知見をま

とめ、そこから待られる示唆、さらなる~*~互について述べる。

第 1部研究の背景

第1章応報的公E

1 応報的公正の意義

社会心瑚学における応根的公正研究は、ルール違反があ"た場合の

人々の心理的、行動的反比、についての研究である 0 1，6幸目的公正が問題と

なるj品而は必ずしも法的場而に限られるものではなく、日常の様々な場

面もけ象となりうる c したがコて、ここでいうルールとは、慣習、規範、

法なと、人聞の社会生活を規律している様々なレベルの決まりごとを総称

している c タイラーらは社会心理学における公 11耐究の包括的な概説書

において、応、報的公正研冗は、ルーjレ進反に対してやIらかの串lぬ反応が

必要であると人々が感じるのはとんな時か、その時、どんな制裁反山の

タイプが適切で、どの程度厳しいものであるべきと考えるか、という人々

の懲罰反比、を扱うだけではなしさらに懲嗣を通じた透反者の矯11ベ3注

反によって弱体化された社会的秩ト了pの|ロ|復までをも含むとしている

(Tyler et a1.， 1997: 104) 。つまり、応報Ó~公 11 研究はルール違反をめぐ

る人々の以比、を幅広く扱うものである。したがって、ここでいう比、朝日的

公 11とは、修復的司法の議論における、修千詰的百j法と対置された意味で

の比、報的司法とは宍なる概念であるハまた、応報的公正とは、申に刑法

の汗1)前理論における「応報刑論」を心理学的に表現したものでもないc

比、報刑論は、刑j罰の本質はl心報であり、 L己、報とはすなわち白同意思に基

つ、'-C行われた行為とそれによって引き起こされた結果に応じた刑罰を

「当然の報しりとして与えることであり、刑罰はこのようにあるべきだ

[41J 北法;)7(2'444)9羽
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と~，¥つ主張であるが、必判的公止はこつした吹い立味にシシまるものでは

なしヘ

'1心手法ーという青葉が子?っi'l'おな話惑は、とりわけ修筏的司{支の議拾

が9'11盗し姶よっている近年では男子ましくないじ:1象を号えるかもしれなし

これは、比、幸トuょ未悶の干士会初、1-1;:7)韮jぷjh¥tli~ とされて-r-~り (ケ jレヴ/，
19'75: 11:;41、このよつなは主主的なイメージのために、抗吋という E甘から

浅讐という行認Lがたい行為が思想されてしまうためではな;."/)λと忠わ

れる l しかし、応711上人聞の社会生活， '同係する、もっとも U くから存

f:êづる };!s~( (r!J な広 1'1 1ふられる公正 ))(I， i'，、である (Vidmarι心的引し

で概説 l_，たとれり、十 [:~A.、到学におし、では分配的公正j， h 究ヂ午く刀白(， 0同j

F主し多くの1ii:究が蓄?置さ丸たが、 :Jミ ガンと工ムラ は;，t，;1ft的公正とう子

宮Cs<;公ιとをニ較し仁社会においてルール違反がL しく罰きれるこ〆

に ).J する人々の期待が顕著であるニと、たしぺいの下士会が Jレーノレ違反をj;~

うメカニズムを jj :"ていること、)~.---レ違反に対する正哀の実行としては

被主:者への術償よりも違反者を ~l;すゐんを重視 Fることなこの理由キ挙円

亡、 Lt:、救出j公立がより炉、源的一::'t与選出jな王設の間「主である Y 主張している

urcぽ己ユ &Emlとr，1981: 13U， 

弘主事に対するj防法 制復としての応 ~+z多復讐という 5λ し、 6:1床でJ~持干し

てはならなしJ，t;qiFllcノ):?)えjJ寺、復竺心i，基礎 7ト崖くものであり、甘

くて野訟なものであり存可、できないとヲるヨ況があるがl、 そこには応

報と夜警のiN::liJがあるプ)-，~.はないかこ戸、われる υ このてつの概念はい ~:1

えれなければなら会い

L ~::は、イ現竺と訪のJ主 v暑として、復讐は fhj 人的な包括を持つとし、

訂も[司続:ニ返報の考えに五百立をFくものてプはあるが、制人的な1'"格:よさ寸

たないと考える c さらに、計は将司I(出f/i/::から 11しくないもωに対する

M品、ゃあるという印象を、復讐よ日もよナえると述べる、EckhofLi974 

149) .， 

。すなわち、注説的事実として、人々古iiJo~罰反応において日が"":1雨的思与を j

ゐシいっこ〉も応判的公"の議訪;苫まれる :Virl:ililr氏、¥.filii;"i 9別 S7U，) 

lC宵浮ぽ0;);::37-39)、瀬JiiロOOU:89)、古橋)':]，げ):257-25S}なとを多照行
間と 1:、山村 U9:JG:12-13九

二日誌57;2-443):)仁三 L421 
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i師"光

ノージック ("¥ozik，R，)は)J{:.;報刑を基俊づける立JJRにおいて、エコフ

と|口i憾の内容を含みつつ、さらに応報と復讐の|メtJWJ考察を進めて、以

下の 5，占にまとめている(ノージツク 1997:107-111) 

川町、報は不11に対してなされるが、復讐は侮辱や危害や程視に対L

てなされうるので、不正である必要はないこと。

即応報は懲針。〕量に内的な市Jj阪を設定しており、それは不11の重大

さによって決まるが、復警は内的な制限を設定「る必要はないこと仁

川復讐は個人的なものだが、応報の主体は応報の対象である不正の

被害者と特殊なあるいは個人的なつながりを持っている必要はない

こと c

!1J 復讐はキ11子が苦しむことを喜ぶという特有の感情的な調了を合む

が、応報は感情的な前l一手を含む必要がないか、あるいは正義が行わ

れることを喜ぶという別の感情的調了を合むこと c

(5) 復讐には一般性は必要ないが、応械を科4ーには、他の同様の状況

にも罰が要求されるかとし寸 般的原理に 致することが必要であ

ることの

すなわち、 L札し

干行7為のi進長1法去性、罰の比例件、非{何人件、非感情性、一般院という 5条引

を提小し、この 5条件を満たす報復を公11な報復として 'J心報」とし、

満たさない報復を不公正な報復すなわち「復繕」とする考えを示したの

であるコこのような仏、報的公11の実現をは指す中で被否者支援は与えら

れるべきである η 他方、犯罪被台高からの厳罰要求を筏繕'L、の発露と捉

えるものもある。被害者の内心において復讐心がまったく存在しないわ

けではないであろうが、被害苫が要求Lているのは単なる厳罰ではなく、

II..~ な処出であろう c ト記の条件を満たす町、報が適切になされれば、犯

罪被害者の背しみや悲しみはいまだ癒えなL叫ミもしれないが、事件の料

求。〕受容を促進することができるのではないだろうか。

以下、ノーンツクによる上記の有用な 5条件に治って応報的公正の内

容について論じていくが、 (2)罰の比例性と(5)一般性については、内容の

都合上、次章の分配的公正において論じる。 (I)J阜行為の違法性について

は本市第 3tiJで、 13JJr個人性については町、報的公11の主体の問題として

次節で、 14¥非感情牲については本章第4節で論じる。そこにおいては、

[ 4:1J 北法;;7(2'442)9;)4



被害#関係的視点による公正のし、用アの試み:n

この 5条件の、 L仁、報と復讐との概念の区別をする条件としてその妥当↑牛

を納得しつつも、さらに本稿なりの疑義と考えhがノj、される。

2 応報的公正の主体

応報的公正が問題となるきっかけはルール通以である。}レールとは、

心理学的レベルでみれば、社会において人間行動を円滑にするために成

員が従うべきとりきめである J すなわち、ルールは集同を維持存続させ

るために生成されるものである c したがって、ルール違反は第 義的に

社会に対する罪であるから、応報的公正は社会や集1，1の問題として論じ
られる。このようにルール違反(犯'ii')の意味を社会的側出jから捉えた

のカぎデュルケ ムである。

デュルケーム(1971:72-86) は社会的連帯の強きと刑司法胤との闘係

を論じることで、l必報的公正の淵説、が集川の凝集性にあることを示したc

デユルケ ムによれば、ある行為が犯罫と呼ばれるのは、その行為が人々

の共有する集令感情を傷つけるがゆえであるυ 人々の集台感情を傷つけ

るものではなくても設定される犯罪があることをテーュルケームは認める

が、それは統治梓)Jが作り出す犯罪である c 統治権)Jとは人々の共I，'J意

識の象徴であるから、犯罪は重大な利ヲ干の侵犯であるにとどまら「、統

治権}Jという超越t均株威に対する冒涜となる。したがって、人々が共有

する{山値を傷つける行為が犯罪だということになるつ例えば詳かが傷つ

けられた場合、誌かが傷つけられたことけ{本のみならず、あるいはそれ

灯、上に、人を傷つけてはならないというルールが進反されたことが問包

となるコルールをすることは集|寸iの道徳的秩序を維持することであり、

道徳的秩序の維持は集団の存続にとってィ、ロJ欠である c すなわち、集団

をヤ体とする応報的公rIではルール違反は集団の存続に質成を与えるが

ゆえに重大なのである。

h、ハイダー OIeider，F.) は危害とそれに対する報似を一者関係

の問題と Lて王に捉え、人聞の心理に根ざLたミクロな伺点で、加害者

の}Jと地イすの含蓄から加害行為を考察したc すなわち、犯罪を 者聞の交

換関係のー形態として捉えたのであるが、その考察は申にー苫聞の問題に

終わらせず、社会の被害者に対する共感と道徳的要請としての報fh[反応に

ついて述べており、社会的道徳とのつながりを君、識Lた議論になっている

北法57(2-441)953 [44] 
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iノ、「グ 19 '18:3:)?--~は氏、。

応十社i自公11有Jt丸一の多くは討会を i'本として捉えて主;-~ D しかし、千十二:

とは、相主主存者や合すJ'flノイe とあると同時J、被害苫と九ト¥';しうるも

あるコ長凶ct表、あるいは多主主決!!詳述によ j て少数の制人の意見や感情

lよ対続5れるこ〉がたびたびあることがこのことをノj、Lている ')よ11去、

彼宵:封切j1)抗議的公1>I惑と社会の公11ぷが必ずしも 設しないことはこ

れまひ(I)研究でも示さ引ている I~じしたがうし応報的公正仁 J~~"ては、

ぞの主体が被宍苫あるいはそれにfにわる:巨であるか、第=者丈るィ上会0)

人々であるかを明確に区別 4 る必!~がある f この淀いが、被古手間認め

応椛的公正の武装々な切j出に去れていると考えられるからであるごしかし

この :さのノけ乙を符認するT:Ji究は見あたらない J そこ台、犯罪彼る:

帯出題をァ マと1る本稿でi土、応禄的公ιの主安公主体〆 Lご淘ノUこ

はする)品、報 r~0公ιを被言者個への問思ではなく社会の問思として

えときたことが、伝的手続にぷげる担文字，者に対する筏去の欠如につながっ

亡いると考えるかっでゐる 1

3 応織的公正動機

動機とは行動を起、そうと寸る尿動力である。そして、公正さへの希

求は人々の~)機となる L たかつて、 L~;t討す場所において人々か抱く札、

割180 公ょと動機的件費をヌ1 るこれ土、人々のíII;罰に対する ß!f，f;~' 知り、満

足な給条を符るために不可欠なこと℃あるししかしここで、 l心詩的公11

のトを殺と想定するかμふって、応続的公示妥当の日十日も比なる斗柁

生方、与えられる J

社会の成長 殺を主作どし、 11[えt':，I;i:淳公正動機についてはすでに

1、くつか仁 ιがあるu内えばT-dρ1"& B川 ekmanrL1997; Vid了~aL 1974;。

1かしそれがそのまま被害者似人にもあてはまるとは限んなIi'，被害者

情人が抱〈述、械的公i動機の内容をま_cるナめに、京阪ではまず彼害と v'

J ë.交通事枚、/)波さ告側宅事告と第一-~とをノ.>(，~-!七して、事l伎の~'f:下判断44二の速

いをそだ肢にようて宍1止し丈一研究抑レして、山(~()じり立(J01) があるヘ

13 のようとc、犯罪被J点主制人と社会との院1係にコいての考祭のι、 Z~けを Jうよ

いたちのとして、松村 :200i:7.)-7日毛主j国υ

l4fiJ II:i当日7(2' 44¥)) 9:J2 



依存ど?悶係的伺点による公正の υ周;>，;:;~J\み :n

ツものがどッいう立日平をっかとしーっ問題から1&えるじ

3-1 被害の意味一一一デロゲーション

序苧 r見たココフの iヌIJ-~ (fi引日2)仁 ιにれば、 加害[e"i::彼害者の同

rl:kられどへは日係lよ相互常すなわち当"11由な pの泊f自の交換関係であるじ

分がぬられたのと|口!じ北、さとミ2 り 3~it\工、 lijl，じたところ抗較的公11が

実況LたといえゐはずでJうる LかL、殴られた人はただ日~ i) 返すので

はなく、よリ強くl巧り j三j--'4 寸なわち、先に振るわれた物瑚ß~ な暴力

に加えて、 MCノかの負の{而他市まさら lこfす!Jnさ札て、その分をi応えだりで

殴 i)jL~す三と三そ、むしろささfëliであると感じられるのであるつそ三にれ

加さ幻た民の1illi↑l占が意味するところは何であぞ弓か J

タイフ (:d土、斗i与:る交扱と応tAa<)慌心的速いを忠君にヲミ 4のl土、ル

ル違反が出戸当(>~に行われたが思い結果を&:じなか J た二J) が、非首図的に

H!:、い結よ誌を斗じさせた方よリも殺しく *'Ijせられるとし斗現象であると述

べるぐ:')ムピr('1: aム 1997: 1 タイラーらの述べることは以ドのよう缶

二Y てやあ〆うう(中なる父換てやあれば、前告はとテくifr}されなし、はすであり、

没者がL~，'k しく罰辻られミ (，;，t-9"であ之の l二、実際はその :riE であ心。したがっ

亡、 fいんに五図的;二人生反 fるという、ルー nキ硲んじた j観的強度に

負の1ill:11吉がすえられているのであり、ぞれ i，対~，riS制裁がノjlvえられるの

である;'.):TI:凶の松!支ノア li:îJ じな旬結誌が甫大なほど良{工を~，く主IJ 附l され、

結果のff':皮が :liJ じなら思 r~ が重大なほど玄却を車く判断されることは'丈

寸前 i 示戸れているのであるから (\V (l [~tc r. 19()6:77)、法いが与とを 'j-: !〆

なかコナ、空調 t'>レール l主反のんが:;[，い結果かえL じ J三，J~君:羽的行為よりも

しく訂 5 れる〉し 1 うことは、ルー jレiiU に対する玄包判断のノ~~;_ì主とし

て、給条よりも豆、|ヌ|のんが22悦されて v、るということである c

前主1)で述べたとおり、デュルケ}ムし万七会苧的解釈によ机i工、んレ

違反:土人々がtH，する倒f也をおとしめるf"J-;;::きであっナ。そろしナ 1Jめを

Ii:区1::0に行つといへことは人々が1、有寸る悩怖の投f口i二位ならない}す

なわ色、ル ?レ段反は集団の何侍のテロゲ ションという二とになゐ c

LF12ることのy~~ さに~る山手iRj2::丘二の"1 慢のJU伝:三、 rY~e:.ετ31.. (1997 

こよる。

二日誌57(2-43:>):)にi [46J 
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また、ハイデーの解釈に4れば、 Ijr:宗行為J正、加主;苫が被三百を白うf

刀打でi立法害を「占企JできないどFろうこれ立じていること、 I;U害者は従害者

企公才していないこと、被害者は弱くて自分は;::;1;せられるここなしに邪険

1，:' :!トJてやる Lことう、できる、という Lことを意「々、すると通常(立去け取りれ

る(ハイダ-719i8332お3ju ヲなわち、加害者〉被害者とでjIJんか

のJJ 関係の優劣を志、正哉させる行為であると受~.J1)えられるロ JJ関係の主l土

苫の地~問宇る邑成、 fなわち k~:筈 L の方が加害苫よリもその地位

にお〉戸戸手723 こいう二とを日;:;:(.こ ~J~-j--" このような意味を引っ加?引j'/，i'=tを

民間 4ること、あるし¥:'~:;:罰 4 ることに失敗することは、加工手子九

の一者間において似'~者がさだ i ，.fす 4 こいうだけではなく、ぷLi:~における

被ti?5'のJU2f"の劣fJIヂh意味するここ:ーなれがねな¥..，(実際、力11壬11為

による被台育刀、 liIJ清きれるドころ地方、え'.て社会から責められるとい

っ I11 象;土 L:rL~ l;r制察される 1:) いわゆる 次被害の河辺でめる。こ1し

は、社会による絞究者のデ口ゲ ションであるこ内ることができる。

社会のIJ.X，員 殺を主体と Lて問題をi耐えるか、 老町力関係~ ，U 'j" 

るかの逗いはあるが、デユノレ午ームもハイデーも κもにルール逗lメをね

す京トe[(n持つ見:味を1，;1，告に昨f釈している J それは、ルールR反者の持つ

1:::i値 信念において 玉主要なfi!Ji告がおとしめられている、ということで

ある)、こ、こ刀、しっ、ル ルj主反l、汁する は つの機能が求められる

ことにとる n つは安われた均戸lTを苔 l山の交換に 4っと|戸i複することご

めり、もう つは加五行為のもとになっとル ル凌反者"/)持而1:!:1笥

信念:を古更手せるここ、宇なわ丸、内られている被行者U))IU;!と、ル

ルj主，f:Z;'よってほめられよ十|会の地j古を高めることである I]IJ者仁対しで

は均的F勾支が必要シ δれ、後苫に対L~C はおとし吟，，れた{曲I汗をIcl1豆0-t1_

/0ここ、すなわち尚徳川王者t<'iが」、11:こされる=このよ的日書出を崎市'1[出:こ

行わせゐのが刑あふこ解釈できるであんう、 jE他市7打慣が過剰であコ

ても小;':Eでめっても?と，:はおJ与しないじユL'r、デ円ゲー〆討ン町駅前と

は、長:こ詳しく述べるように、七)~， l ステ fームの]"[i互の問主主である

と月る二とができるであろうっ不十会 ~f:(l当、心理 ~f:(l当分析からは、

正動機と v -(，、失われた均衡を，，]復十る動機ヤデrIゲ』ン iンを解j有しょ

1.-' -W~ ，z:工口和平 (l999:~-3) なと〕

]471 Il:i当日7('::'4渋~;9:J() 
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ッシする動機が重安な勤1;告と Lてfb.7t'されるのであるハ

なお、本ntにお¥'て、主凶{りな!~，，--_.しJ干反であるが果ーい袷果を斗じな
かワたナ晶子?と非笠岡 ~q(，こ;5'-' '件果宇1]-~ ~させたI詩 f? と帝 J[;紋下 ， tこときの

可能 f 花言、:..:~ ..r) t 'て、 r!IJ者の)j)j'悪くよ:j断されると -ii;:iさした走、このよう

な結果は、ペメ章第 2 節において述べ/，:，I，;~;報的公正の主体の問廷が絡むと、

必Fしもこのようには ;=τえなくなゐ。}件、を怠献することの草炭弓をが

ずため v 、そのことぞ示す111[;(2001) ，刀デ タの]写うj 析の出来を ~ê)f

~9 る l

111ヨ江川1; 土、仮設Iちな交凋宅政のシァ L-i.におし hて、被漁千干の立

場 L交通事YdlJ[計者の京阪と lてシナ"オを読むか、第二者と lて読む

かJ、方11答者の過失の校医(中倍近失rン主 f通うたか)、被告:(1)校長いナがです

/しだか、死亡;かj し')3要問をJ長年し、事'"えにおける青任斗j断に 'jえる影

響を統ろ i-rウに十L にものである 1にこの丹分析で l士、~Jt敗者。)立場が

司LR青の第 者であるぬ合と被'六:手干の家族である J/~j合とに分けて、加竺

者にんjする量JIJ判抑最終的争責任、i'iJlifrで、 i-rT j'{~なレンジは 1 -9'に

ついて、過失×結世粂fl'.(過たの{，'I支が泣いが亜大な被常を将し寸予防亡7
レ ゆ咋正悦な校4百て.，.jl守んだf持台， と校級者のよJ場条件の

j 配間 (2X 2) のJ天産主として分散分析 17を行ったυ 結;r~多国 3;こ示仁

川岩吉の量)IJ判断としぺ従属変数に汁し、被験者の点場安附と過失×

結米安凶 i土交互1午fIIを有 LL いた (Y'(1 ， Hì::;):::~) ， Ll4 ， pく"日)ラそこで、

各本進ごとに単純 l 効果を分析した結果、校追う、~結果;J，準における被

験者の \~i)J主要内と、市 有ぷ，¥r-;、がうる過失×結込要Fミァアイf，:;;， "e、その

他l土石室:22な L であった。 9 なわむ、 n~，011 者グ;-.，'r坊が第一昔である場台

r:.'(;-、三重大な幻1栄であるにもかかわら「過失の位ほか軽い場企に軽い三

刑判断がなされたのである c 第一者の'，{裁は、司会の成C:~ ----}11: 0ハリ立で

あるから、ごのようなJえk、;土七会のた記_R 般のLd6'::ゐるこみる三とが

ごさ"う〈佼害~'び〕豆、族l'T:l~iJでの反応は、官通火で重大な埼京Lが引き出J

j氏ここで操i作ヌれている EE叫l上攻EEではなく遺失であるが、分析の結誌がん

きく泣わみもので¥'"ないごあろう

17 3群以ーニのゲル ヴ何一戸 タの、ド上7伯に間杭の~~警によ￡ぷ差を匙Jえる差

があるかどうかを検定する統計的]法c

二日誌57(2-431):)49 14只1
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重過失軽結果軽過失重結果

図3 山田 (2001)の再分析結果

こされた場合と重過失ではあるが結果が重大ではなかった場合と盈刑判

断に右意な業はないc このことは、被?存者側にとっては結果が量刑判断

の基準として重要であることを示唆しており、犯罪被舌者と社会の、犯

罪に関 Fる認知の地鼠を示ず一例であるといえるの

公正動機と二次被害の関係一公正な世界の信念

犯罪被告者は犯罪の結果としての被百に苫しめられるだけではなし

それに付随しでもたらされる追加的な苦痛も受けるコこうした苦痛、い

わゆる一次被当は、友人、親成、刑事F司法制度、医師などによる不適切

な扱いから生じるもので、場合によっては犯罪それ白体よりも被許芦を

苫しめる深刻な問題である。て次被告の中でも、危害:を被ったことで白

うfに非があるかのようにみなされてLまう周囲の人々からの偏見は、 4寺

に犯罪被害者にとって酢な事態であろう。このような周阿の偏見は什会

における被害苫の地位のjl¥.下をも意味することになり、犯罪被害苫を精

神的に追いつめ、孤v.させることになる。

このような、本米同情されるべき被害者が逆に直められるという現象

の背後にあるメカニズムはどのようなものか。ハイグーは、人々が持っ

ている善と幸福の関係や不道徳と罰の問の関係についての信念は大生に

強いので、これらのーんの条件が与えられると、他主がしばしば惣定さ

れるのだと述べる}逆境や病気、事故は、 Lばしば悪と罪の兆候と受け

3-2 
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取られ、もし誰か逆境にある人がし、たら、その人は罪を犯したと思われ

がちなのである(ハイゲー， 1978: 297)。悪を行った者が不幸であるべ

きだからといって、必ずしも悪を行った苫が現実に不幸であるわけでは

な1.'0 しかし、このような「であるべき」と「である」の混同はよくみ

られる現象であろう、

ラーナーとシモンズは、第三者が界のない被害者。〕価値をおとしめが

ちであるという坑象に着リし、第 苫が被害者を背桶から解放してあげ

る力がないとき、特に被.r，:者が苦しむのを傍観し続けなければならない

ときに被害者の価値をおとしめる現象が生じることを実験によって確認

した (Lerner& Simmons， 1966:208)0そしてラーナーはこうした知見

をもとに、公正世界信念 (13elieIin a jusL world) についての仮説を作

り卜げたc

公正世界仮説とは、人は、世界は公正であるということを信じる欲求

を持っている、という仮説である。公正な [U界とは、名人が口分に値す

るものを受け取る世界である (Lerner，1981J: 1 1んその人に他するもの、

権利を決定するのは、その人の行動と1"，1生であるの人々は、この世界は

行動や属性のよい人間にはよい結果が、 E、い人間には:rr、い結果が牛じる

世界なのだと考えている。このために、ある人に起こった患いことが偶

然であっても、その人が;mぃ人間だからそのような不幸にあったのだ、

という帰属を J一るコ

公11世界仮説が旬、ノじするこのような心理的過程は、より 般的な什会

心血学の県論では以下のように説叫することがごきるのブ工ステイン

ガーの認知的不協和 (cogniti，.'引!issonance)の理論によれば、人は認知

要素聞にオ盾が生じるとそのオ盾を合坦化Lょうとナる傾向がある。し

かし、:T'盾を解消できない場台には心理的に不快な状態になる。そのた

め、矛盾(不協和)をjll減し、協和を獲科するように人は動機づけられ、

不協和を増大させると巴、われる状況や情報は進んで回避される (7コス

ティンガー， 1965:1-3)0 Lたがって、人がしたこととその人に結果と

して起こったこととの聞に認知的な斉合牲があるはずであり、良い人闘

は不当な背しみは負わない、とし寸信念:を持つC ところが限前の人は被

害に苦しんでいる。 nい人が苦しむというのは認知的に不協和な状態で
あるc そうよると、人はこの不協和を低減Lょうとしてこの被害者はこ
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のような被害に追うのがふさわLいのだと信じるように動機つ、けられる

のである c すなわち、人は一般的に、その人が受け取るに値するものを

受け取る、 I主に言えば、人は受け取るものに値するのだという信念を維

持するように動機づけられる。その結果、不公 11な状態を見ないように

したり、その結果をたいして不公正なことではない、あるいはその人の

行動や属性が悪かったのだというふうに認知を変更する。人々のこのよ

うな傾向が被害苫のデロゲーションに結びっくのであるυ

公正IU界仮説が想定している人々の公正IU界信念は、社会の側だけで

はなく、被害者個人も抱いているυ ラーナーらが王に扱ったのは人が他

者の小幸を見た場合にどのように反応するかと L寸問題であり、自分、口

身の不幸に対してどのように反比、するかについては扱っていないc しか

し、この間:aに対して彼らの公正IU界仮説から写l引される争与えは、被合

者団身の公正世界信念が強いほと、自分同身を責めたり回己をおとしめ

るというものである (Ru1man& v"¥.lortman， 1977:352)。このことは被弁

者自身にも一次被害の原因がある可能性を示唆する J また、被害者自身

が強〈公正世界信念を信奉する場合には、自分白身の被常者としての立

場を認めることは、白己の欠陥を認めることや、人からおとしめられて

いることを示Zめることにつなカすりかね F、毛皮弁者自身のセルフ・エス

ティームを著しく傷つけることにもつながる可能性がある Cvlikula，

1993: 23:'-236)。

もっとも、公 11世界ー信念の強さと被当者自身の不iAlニ対する反比、の関

係について逆の予測をし、その予測を実験や調王子により支社上した知見も

ある。ハーファーとオルソンは、公 11世界信念を強く持つ人は牛じた結

栄それ肉体を公正なことと考えるのだから、公正世界信念が耳目し、人より

も、白分が受け取った不幸な結果を不公11とはり、わなかったり、不快な

感情を抱かないと予測し、実験ゃ企業における調査で予測通りの結果を

得ている (IIaf日 &Ols(旧民泊 818-819;IIafer & 01so凡 1993:33-34)。ハー

ファーらの研究を見ると、公正世界信念を強く持つことは、かえって被

害者白はの精神的な紋済に資宇るようにも思える。しかし、ハーファー

らの研究は、資源の分配場而における不運を扱っており、そのまま犯罪

被害者に適川して考えることはできないであろう。犯罪の彼害を受ける

という問題は、単なるうr配的公正の問題ではないからである cハーブァー

]
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5
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らの知凡とパルマンらによる予測とを整合的に理解するロJ能性として

は、公11世界f弓念。〕効果は従害の深刻さや受忍の範l州か台かという安岡

と父互作用 tることなどが考えられる。

3-3 刑罰目的

動機は行動を起こそうとする内的状態であり、この場合の行動は目標、

U (19を持って行われるυ したがって、動機とリ1'19とは待長な関係を持ち、

応械的公正動機を考えるということは、刑罰円的について考えるという

ことでもある。

周知の辿 i)、刑法瑚論における刑罰H出Jの議論は大きく二つに分けら

れる c 正義論に基つ、いて、 )1リ罰は犯罪に対する川然の報いであると考え

る応報刑論と、功利主義に某づし通て犯lWが行われないように tるために

川罰を科すると考えるυ的)1リ論であるu また、リ的)1リ論は、川罰の威嚇
によって 般人の犯罫を予防する 般予防論と、犯罪者の再犯を予防す

ることをU的とする特別 fF:方論に分けられ、特別f防論はさらに、犯罪

者を教育、改善することで円的を達しようと考える教育刑論、刑罰を与

えることで犯罪が害lに合わないことを知らしめようとする狭義の特別抑

止、犯罪者の隔離によって円的を達しようと考える不能化 (incapacit川ion)

とに分けられる。これら 2つの刑罰理論の聞に、いずれがJIII剖の存在意

義として正当であるかという予いがあることは周知の通りである η しか

し、このような論争は、 l本|や社会との関係からのみ論じた1111討論であり、

被竺者との関係、における刑罰論ごはなく、被常者千ごからは被究者との関

係でlllJ罰jを論じるべきであるとの指摘がなされている(諸沢 2004:60)。

被害者を主体としてみた場合の刑罰動機については|分な研究が行われ

ないので、第2部。〕実証俳究において、オて安な課題として取り卜げる予

定である。

十十会をT，体とした刑割目的については、ヴイドマーとミラーが、刑制

の理論的研究を刑罰の経駁l的研究と統合して刑罰の社会'L、理学的概念の

枠組みを構築する試みの中で、表lのように分頬した (Vidmar8: 11illel'， 

1980: 570-572)。

彼らは懲前反応。〕某1，¥にある目的を分瀕するのに、懲罰の朱本的動機

と刻事!という 2つの次冗を用いたO 懲罰の動機は行動コントロ ルと )Jj:，、
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表 1 懇罰反応の基底にある目的の分類似idmar& Miller， 1980:571) 
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報と J二、 H象l土足反:f?と司会のその他の人々とに分けられている u :~1J t告

の2分類 (ff動コン!、口 fレとf亡、Tlt 止、法苧 tの牙的刑と応、!:;t市の区

)jlj ì，二村 I，~;してい 6 ，-， f点レコがlijいたもうひとつの次7じである対象は注反省

と社会走におけるそのメ也の人々にかけられてお打、そこに被六;高を特

に汚;反者以外の?十会 般の人々から(ベJfJするという机点はないっ

行動コント U ル動t't:(止、予期えれる将来の 7レール述反L為台間iIす

ること寺lJ却と1る動機ごある c 1-J主主コントロール動機1:おいては、

訂lよ1刊訂灯、タドl)í曲依をた~JI するためのl'段vじあり、 ヨ::I{-拘刊刊0{合了tバ1主I(限的ド内J1行T為1な
毛φ，0 刑イ法土担涼草戸品品品命可σの〕甘栢E女対";}刑fl，ず戸品論品命可こ

ごlに，)けr、類六tれ[て，'白る l 相会のその治の人々を対象とした行動コントロー

ルに、「違反きの&~，ïJ すなわち ;L，-JLノの &;zÎ二の ~~í~J ;-'いう、けi

;1>1，論であれば比五:UfUFi!7;を代表する刊罰 J::I!~ の表吸を している点は

べ]異に!岳じられるが、;ま反ク〉台訟を ，et，なん↑而慌の:豆:可}町三釈すんの

ではなく、再認された行誌は人々は1;わない

/トロール しろるレいう解釈であろろ c

行動コン ρ ロール勤憶が形成されるのに弔嬰な要素l土、!設罰が;:'~J 米の

lc:JJ 

ら人々し?)1J-AfJをつ

Il:i当日7('::'4犯 ;94~



依存ど?悶係的伺点による公正の υ周;>，;:;~J\み :n

f丁正方をIW11ーするのに幼地力、あるとしーっ信念である d ヴノドマーとヱルス

ワ スiJ:，jつの?十三:昔、議以記をレゴ 1 して、死刑を:主将 Fる巳合いは

1々'，日1iJ'犯罪企仰:1するという情念にjfの料日53じといる傾iロ17γあること

をJ日ft!L t_~ (V j dm:-ll品 ;:11州川b，1974: 12，JS-12，JG) '"また、サブソトと

)'/1ド--<- f 工 F'--lrmê~n 、 GCOl只ia(197つ! (tC!8 LSフ38，日33jlにでマ

シャ Jレ'1' 1)平が;f"~ た、 人々は死刑IJ0) '~r:;r .j'[lj l1-"，))が低いことを知らず、

このことを知うとし市ば/¥多数が91'円u~ ，-Jぇ対するだろう」 ζμ う仮説を

直烹険証土L、犯罪抑止効朱の情探を与えると死刊の主将平方可斗|、するこ

とを吉正認した (Sa~. 3. L & Vidn~ar， 1976: 1ぉ--]~Lt) J さらに、犯罪の4長引に

なるかもしれな νユという 懲罰の効果につい Cの泊覚に影響を

7えるとし 2う知見もある (Vld:1Hlf& ivlμlef. 1980:S74--S75; Tbomas 8: 

じはた 1976:21/1--217)_，このように、千動コシ p口 n動殺を胤'iE-:寸る
史還として、少なくともJ:3 ~Jì:~抑止の信念と ð[;j~~ (/)絵"1 になる :i州向が~ì く

有係することが:イ測ごきる r

}J 、ヴィド γーらのし』う山手Rlvl:粍:土反:，~、者の {iflHl告と信念の I'î'言とし 2

つr::I，，''干，'{ゃある (¥/idmalι i¥:1i;;( r，り自0:.)'/0)ヘ Lt、報しは;古品、患に対し

て，'L!;，を与すという当日正に角'(釈され乙か、 ;iJ，iを込すとはすなわち、行為者

の行為はそのよ 7に解釈されるとしぺ値と信念の宣己だということで

ある)不迫i空なそしたものはその報いそ交けなければならないが、

小道徳とれ為とは、被~~から見れば、 Lp.( :-f~っけられたシいうこと以

ーに、凶う?に;Jする侮与のJ;clln、己分に及1ます支配(j)--t張、 U分(j)祈念

マflllIiI'に対する栴予の信念ゃfr:li侍の寝付の宣弓奇5味すゐどいつことと
ある (Vid!ヤrar.20;)0: 3G)ーこのようなイ、j耳徳な扱いを十ると、伎を昔

は加書さを訂することで-L，Jl}f!jな均衡を取り万三したし 1と苓える ヨ:よ、

);U'~ 者が尚徳院に劣ることと、 ttt育者や対人調ノネを占量定する jレ

ui>tゐごとを院議じする τとで、方11存者じよる法主主への前零在来子カin

し、個人のいiJI也を Ic]似するのである。えに、ヴ fドマーたのJfJ;'J[1 j'i (つ

い組みではは設のうよ業員 Lこ被手~-F を Jff に区別する/見口が兄人れなし、と述べ

たが、だj市反者の広場動機の与ちに設'弓9者時係('it九 Iが含まれどかり、

この4うに心，j!学的に注解されたμ七、?起動機こそが、依存苫にとっての刊

k'化r:がイ¥>iK:kl憲法陪;;'>';158 .'f~:こ連反昔ると jlJ小 L た自名な判決であるこ

つ1、
1
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罰の.n:"1己1して三重安なものであると考えられる(そして、このようにE主

併された点報動機i立、被害者に311い七jしつ エステノ ムの回復動機が

i'Tイl することや想定~せるのである(

なお、ヴ fドマーらlotる法本的動機と対象という 2つの次たは 7 ブ

ワ-~ 1)に設定3れんものであり、土;証研究により確証されたもの vじはな

1、。主 J二、持FIJ割ヨ的円分事1も、この 2次元に台わせ Cヴィドマu らが

分類たもので、五示:'frT究のも.，1;果ではないぐ 般の人引?刻、〆て11った

iflJ罰円台jに持する民間紙調官の結京;を|人iて子分析 lっし丈附完知|えによれ

ば、 J:J罰UF刊のYJ.'Oitを支配4る2包Jが抽出され、ぞれはJリ罰0)可売さの

強引についての丙 fと、 ノうの称に当事者の五IJ議考慮をおき、 jfl].Wに社

会 舵の利益考去ぞおく囚了ゃある (Oswalcl，Or1hι .Hupfelcl.20り3

231--2:i7; ( このつ|ヰチを縦軸 L主lf糊にとり、斗JiIJ罰 :1的が手間千l対 L

T待つ図了良品以を 2次元的空間に布置すると、上記のヴィドマーらに

よる分類とは異なる指造がムられる。すなわち、 i音対illi，合は牙bJの強さ

の告白円で拘l Ji-IIJ:こ教育)刊にう7、かれ、対象そ違反者とする点でI，~;:t;ヌと特別

子|坊がi討をするのごめるつ

実，HII究lこおいて必Fしもと、事長JjlJと恒(10:jI;の分担が:yj絡に江れなかっ

七と :i~，え、応源的公正動械がどのよう企公正動機であるかを探る lーで、

11岳U::.--rントロール動燃とL亡、持動機守対照すること;土重安?あろうに この

:.;つの動1哉のど九らが{情勢、であるかを検註した併完叩見も存仕するべタ

イラ、と νくックマン以、 3囚'Ul'を犯し J三者lよ終身)1:1にするというカリ

ブ s ，レニ行"の'v>;fっし¢る， .干弘法」奇{}:l:i1;とじて、人々がこのよう

~WJな法案を支持する主}J機を f1i究した タイラーっ(土、:ゴ分が犯罪被岩

苫になる1Ii，陥件〉社会やコミコごテイの凝集tt.につし 1ての判断をそれぞ

れ行動コ:>t' U 、ル動機こ応戎動機を測定す.{;d甘憾として1IJ C¥ これら

のし γ 「れが 弘止ま苦言の支弁、 校均fi~~il性、被Ff7 人の f~売 i の保弘t散防

仁つc'てしつ怒度を決定する先行I(として後勢であるう、を」Jべるナめ、カ

リ ltルニア仰に在住する ;JX:人のランダム引ンゾルにけしご調幸を行っ

l 'ì号泣量堺析~)、の つ守、多ノ主議官の朴jf~{~，設をも t: rこ、相陪のFc:vミ去数阿

をグル y イヒ〕、治主仕な喜多数の変数 :~J (j)構造を少数の共通山 fによる単純金

f札告で玉川ヲゐ方法ハ

l~fiJ II:i当日7(2' 43¥)) 942 



被害#関係的視点による公正のし、用アの試み:n

たハその結果、犯罪への公怖の影響は小さく、社会やコミ 3 ニテイの凝

集牲についての判断の影響が大きかったことから、町、報的公11動機にお

いては、行動コントロール動機よりも1.6報動機が優越すると結論した

(Tvler & Boeckman日， 1997: 258)。また、ウォーらは、応報動機の指様

を犯罪の重大件、行動コントロール動機に対応する功利主義的動機の指

標を犯罪の頻度を111いて、適切な刑罰lを決めるために人々が川いる慕準

がどちらであるかを検証したところ、犯罪苫の年齢と前利を 定に「る

と、犯罪の重大性が刑罰の厳しさを決定する主要な要閃であるであるこ

とを見いだしたc そしてこの知見をもとに、人々に選好されるj川罰は功

利主義的動機に某づくのではないと結論した (Wart¥'Ieier& Erickson， 

1983:90)し

方、これとは 見正盾すると 14Lわれる*"見も存在する c ヴイドマー

(Vidmar， 1974:344-351)はカナダ・オンタリオ州のランダム・サンプ

ルに対して行った死刑よ持に闘する質問紙謝脊で、死刑lの主持者が死刑l

のリ的をどう考えるかを自由凶答式で質問したところ、コ デイングで

きる|口|符とし亡応宇佐川豆諸、懲罰) (32%)、犯罪の抑止 (42%)、矯正不

可能な場台の最終手段 (1%)、収監コストの節約(2話)の 4つがあがっ

たことを報むしているつすなわち行動コントロール動機を去していると

与えられる犯罪の抑止と矯11不可能な場台の最終子段の合計が46%であ

り、応報動機の32%より多く、タイラーやウォーの知見とは反対の結果

をノj、している。

しかし、この知見で興味深い占は、化jflj支J子高に兆jflj支持の」甲111を尋

ねる質問を他にもいくつか行っており、それらに対する回答も 1，，1憾に!心

報(復讐、懲罰)よりもj日罪の抑11を挙げる苫の訓合が多いにもかかわ

らf (抑止63-82% 、応報18~37%) 、死刑に犯罪抑止(一般下防)効

果がないという情報を与えた上でそれでも牝刑を支持tるかどうかを尋

ねた質問に対して、 55%がやはり主持すると答えているのである。死刑l

支持の行動コントロール動機の根拠となる理尚を再定した情報を与えら

れたにもかかわらず、やはり死刑を交持宇る者が多かったという結果の

ありうる解釈は少なくとも一つあるだろう。一つは、行動コントロール

動機と応報動機を明小的に対比して質問されると、 f担笹などのニュアン

スを避けて行動コントロール動機をIwl1干する人が多いが、実はやはり比、

北法57(2-429)941 [56] 
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}附 l此

割i動機に代表さズしる道{主的関心がへの公止動隊においてし:捨とがたく干了

在ずる、と 1、う解釈である c もろ つは、行動コント口(ノレ動機kこもさ

ま存まなものが{(/[仁、ク乙引の一再生仰:1妨;j1:は再定されたが、特別子|ソj

'~'b 果(この均台:立小龍イヒ)を己、定され T_ わ(T (:' (.まないかり、そのよう右

犯の行動コントロール~心があるとめに化F日の支持半が下がんなかっ

た、こいろ併君、であるロ

t 1 ~9-"引かの機のË好 t:- ~土、えイヒ(:'~な JT示も応響するであろうぐハミ

ルトシらに上る大ノ起伎な尚一とまの結束Lこぶれば、米[γiでは;ち様、不能化、

紋子泌がよりされ、円ノドでは持別子山、矯正、炉{吉元、f主主Fさ1L;b

\Ha~nilto~l 仕 Sanders ， 1088: :3 18-:n引 τ 車1Jj;~ をほ定ずる先行Fミ lよ 1Úl にも

種々ありうるので、どのJうな状況「七・個人的要因が うのiJiJj ，!J~のパラ

/スに影響するのか、一つの動イをはYのように形成され、 Yのように公

正感や、責任の帰属と~係寸るのか、という問ぃむをする )J í~{:ffi: ~Ji~であ

のJ-

4 セルフ・エスティームについて

:tci出土 {-:!レフーコースティ、 ムの回復を止、主ii:的公 '1 にお付るさ!誌な~1J t告

の l つごあると考えている p てんブ・エステ ~I ~ -J、への三及:止、社会心

理学仁おける ~~:I 研究の、円初 l-33いてすで i二存イ L 2(1、それは公11さと

セルフ鍾コス T{ ムシのつなが :'1の言要注を拍子l有するものであッた

が、そのf去の却f究例では、恥ん 7・J_ステノ ムを公11さにおける不質

的な動燃と考去るよ円は、公7tF を独、'f. k~数とする在U~11~数のょっとじ

て :;J，~ 弓ものが多かった J セルフ・工スティ~..i-\研究(土心珪学γ おし、て膨

/人な言;粒があるが、公正研'Ytにおしもれょを少)レ 7・J スティームそのもの

ジ〉内千十 l こ lやみ込ノν ゼ円及がされることはあまりない，そこご本~0 では、

本杭に;IfL 、て公正さの本質や示す重要な仇念としとf，'{岩づけごし 3るピ lレ

7 ~;スァィ J、について、その霊安住や訊Jjjヒバ乏にMついご述べる A

21mmn(前!J:29日参円E

，1例外と L--C Schroth & Sh山 '¥2(iCi(i:'16ワ 1¥6:-3;土、セルフ .J二スブ".ムの
川)-~.ーベ ，Q: O).itTI切さについ、ぷドl:iJ:.~、;jjいる湖沼!と度を J謹んで ν 、る n

1"，1 II:i当日7(2' 42S; 940 



被害#関係的視点による公正のし、用アの試み:n

4-1 セルフ・工スティームの重要性

セルフ・エスティームの重安性は人文社会科学において繰り返し論じ

られてきているc古学的・倫理学的立場では、セルフ・エスティームは

従来、「人格柱。〕絶対的価値すなわち尊厳を白己において認める意識」

として、道位、的動機として論じられてきた(遠藤・井上・蘭。 1992:9)

法学においても人闘の苧厳や人格的利析という、セル7・ェスティーム

と近いものと思われる概念が憲法、民法、刑J11もなど広い分野において五

際的関心を持って考察きれといることと、社会心科学の公正附先におい

て公正とセルフ・エスティームの関係の深さが示唆されていること、そ

して公正は法の内在的価値であることを併せて考慮すれば、法学の分野

においてもセルフ・エステイ ムを論じることに意義があろう υ

心理学においてセル7・エスティームについて最初に論じたのは

ジェームズリames，¥V.) であるとされるの主藤・井上・蘭， 1992:12)0 

ジェームズは白我についての洞察からセル7・エスティームを考察した

(ジェムス 1992:245-272)0

ジェームズが捉える向我は二五の構造を持つO つは白分自身によっ

て意識される容体的な目成であり、もう つは白分け身を意p置するで体

的な自我である η ジェームスは前者を客我、{走者を主我と呼ぴ、客我に

関して、百:rJ:.の構成要素、構成要素が引き起こす感伯および情動、 f育成
要素がjJj'す動作を考祭したれ

ジコームズの与察によれば、容IJi:の構成要素は物質的容tJ:.(身体を核
心とし、衣服、近親の家族、家、財摩などを含む)、社会的客我(人が

仲間から受ける認ぷ)、精神的吾氏(人の意識状態、心的能}J、および

諸傾向を具体的に集めた全体)の3つにうよけられる。人は物質的容我に

属するものを火えI!'，品胆するが、それはそれらの所有物がもたらすと予

期してし、た促益が失われたことによる落胆であることの他に、円分白身

の 部が拡に帰したという白分白ほの委縮ic~に起附するものでもある c

また、ジ ιームズはこれら平等我の構成要素聞に|清居牲を考えており、精

神的容我を最も階層性がlhJく、社会的容我を中閥的なものであると記述

しているが、社会的自我を人の経験的自我の核心として非叶Jに重慨して

いるように忠われる c これは、人は自分の|叶類とともにあることを望む

停居件の動物であり、同類のものから好意をもって認められたいという

北法57(2'427)9:.19 [58] 
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!J:米的傾向を持つからであり、「人が社会的に放問されて、社会の誰に

もまったく見向きもされないことはど残酢な刑罰jは考えられJ -9"、「会

う人すべてがーまるでわれわれがイ了在しなL叫ミのように振る持ったとす

れば、|貴ィi!iと火主主落胆が直ちに沸き卜がり、これに比べればもっとも残

酷な肉体の責め背でさえも救いである」と、社会的客我を失うことを最

大級の白我の危機であるように述べる(ジヱームス， 1992:249)。

これらの客我の構成要素が引き起こす感情ゃ情動が白己評怖であり、

これには自己に対する満足と不満足の二種頒がある n 満足とはすなわち

H慢、国負、虚栄、自尊、尊大、虚飾なとであり、不満足とは謙遜、卑

卜、当惑、口疑、業恥、屈辱、悔恨、小山日感、失望なとである c 満足

を感じる自己評価の内科は、セルフ・エスティ ムと非4市に近いもので

あると感じられる n このことと、ジェームズにおいては客我のうちの社

会的存状がもっとも重要であったことを考えあわせれば、社会的側面に

おけるセル7・エスティームの重要さが推測される n

また、ジェ ムズは、こうした自己感情の起因は実際の成功や失敗、

その人がJ元際に世の巾で占めている位置の高低であると述べ、セルフ-

J ステ fーム=成功/願望という定式化を提ボしている(ジコームズ$

1992: 260)。この定式化は、セルフ・エスティームを口己計仙の結果と

みれば妥、円な式であると思われるが、そもそも白分に課する挨求水準で

ある分母の思i!望を規定するのが何であるか、ということが人間にとって

重要な問題ではなL、かと思われる。

さらにジェームズは、客我の構成要素から、白己追求と自己保存とい

う木能的衝動がヰじることを述べているAle々 は身体的口己追求の街助、

社会的再己追求の衝動、精神的口己追求の衝動を持っているが、特に社

会的白己追求に関する記述が多い).'Xから、白己追求。〕社会的側山を重視

していることが涜み取れる(ジ L ムス， 1 Sゆ2:256-257)、社会的日己

追求は直按には必愛、た伯、他人の休日と賞賛を快とする欲望、競争心

と嫉妬、栄誉、感化、権力に刻する愛によって行われ、同長には、 Mで

あろうと物質的白己追求の街動の中で社会的目的を達成するのに役すつ

ものによって行われる。いわば他人に「認められたしりという百求であ

る。したがって、ジヱームズの考える社会的白我とは、白分が他人から

なるべく高い地位にあると兄られることを合意しているようである。そ

[;)9J 北法;)7(2'426)9お
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のことがセ iレブー J スァイームにとっともうともさ史な立日本であるかY

7 かは7jiJ として、白 L~))追求、白 L ， OJ保存が人出 (1) 卒能的欲求であるこ

とは疑いねないであん与ム

人伸jは多ね、な動機をイうーするが、セ;]"'7 エスづ [ ムの維持 !剖FJも

人却のmt~~遣の ずっとして数えられている υ 動機について作系的な理論を

苓じた才ズu，---" (I\，Ia ~jO\Y ， A_ H.)土、人間の某半前欲求を 5つに分類

L 日「いる f マズ口~， 198，， :91-101 ノ}コマズロー仁よればこ恥つの基メj':.~

rJ:A:;:; 土 i~皆胃的構造をなしており、最低辺子生州民欲求、それから町長にト

ヘ安全の所属とぎでの欲求、ヰ主試の説、点、そLこもっこも上i立の及

本自<;nJ:>j<:がr己実現の欲jとであるとしたヘマス口 はごれらの勤扱廿の
羽深を、より!iLe止の欲求が満たされるとj頃次ム f、Uワ欲求が生じる、とし

てお 0 、て}]，，]・ l スティーム:こ認する欲求におさ三1 る求誌の ;~j;>Jとは A

ii'rUに{立岩される基本的次災とされ'(;，、る f マズローの与えによれば、
ノ九芯の欲求はさらに 分さ札、 つは哉さ、達成、適切さ、射し主こザlE力、

Iltの了寸メ午前に Lての自信、虫目立とロm:、刻字る欲望であり、もう うは
it2aiか九 J受打る尊敬にいか主主lklシ定設できるいわゆる;-f析しか子、よ也イ豆、

名声と栄正、後紙、アムEt、打法、吊折、威信、百干府なとへのl誕12fである c

f走者は却lらかにジェ ムスの百う客我のt:会的情刊に対芯 fると考えら
れる)承認の欲求をイ香HιするF守層JII育イFは必ずしも|討に的なものvごは

ないが lマスロー 1日84:107110)、ヨ己に対ーする高い引↑GJや日己<!¥，.f;J:、

七尊心、他すから尊重されること 2!を内容とする本訟の欲求μすべての

八々に共通守る安定した欲〆えであゐと;i!sべてし、るわ

Lこ弓した欲求であるセル 7.T..ステイ ムが欠如することは、しばし

ば不適応、小安、七日、円4攻、制rfl世怖感なとヰ t/'T-( 7'なおし1hへとつな

がるωであφ1M了lk.1009: 2;。

4-2 セルフ・エスティームの定義

セノレノ・ユスティームが人の 般的な心Jfi的良き!l二一(f'.lrμ:999

2ノマズ口 '.:J:、 これらの木本的欲求を{わて )--;::)f'めに也持必要な口Ijj益法it!

L亡、言論円U雨、

n~"_198-'1:1(2) い

二日誌 S7(2'4~J):!:~7

U己表現のじ円1、i義、去、|なとを例不していξ i ~-(ヌ:

L60J 
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1 )にとって重要なものであることは疑いないであろう cしかし、セルフ・

エスティームの定義に闘しては論者により相違がある。おそらくセル

フ・エステイ ムは多而的なものであり、各論苫がセルフ・エスティ

ムのそれぞれの側凶を重視して定義するので、そのような遣いが牛じる

のであろう。

セルフ・エスティームの定義においてはいくつかの点において対照的

な見解がみられる J セルフ・エスティームの基本的な構成要素は能力な

のか個人的仙値なのか、セルフ エスティームの性y此は認知!なのか感情

なのか、セルフ・エスティームのゲイナミクスは安d尤的なものなのか助

的なものなのか、また、一般的なものなのか状況的な現象なのか、など

である (Mruk， 1999: 11， 22-26)。遠藤・井上・蘭(1992:19)は、セルフ・

エスティームの 般的定義を「自己概念と結びついている自己の{山値と

能力の感覚 感情」としている c この定義から、彼らがセルフ・エス

ティームについて、能力か個人的価値かについては両方、認知lか感情か

については感情、安定的か助的かについては感情であるゆえ助的である

と捉えていることが何える。前節でジ工ームズによるセルフ エス

ティームの定式化(セル7・J スティーム=成功/願望)を小したが、ム

ラソクはこの定式化からセルフ・エスティームが感情的現象で、動的な

ものであることが小されていると述べている (Mr山， 1999: 15-16)。また、

能力か制人的仙値かについ亡は、心、周学的志IwJの定義は能力を重視し、社

会学的志向では何11白が主制される傾向があるとしている (Mruk，1999:41lc

セルフ・エステイ ムのl付存を瓜解ずるためには、さらに、上記の対

照的見角?の他に、セルフ・工スティームは他者と比較した場合の優越感

というニJチアンスを合むか百か、という点も考慮するべき，(:はないかと

足、われる c 一般に、セルフ・エスティームは「白布心」と訳されること

が多いが、円本語で言う「自尊心」には、多分にプライド、自負心、誇

りなど、白分白身を尊ぶ!感覚が含まれているようにtttわれる。八木(1998

172-173) は、セルフ・エスティームに他苫と比較した場合の優越件を

含まない考え右は、心理学で現在倣われているセルフ・エスティームと

は央なると述べてし、る。

点、多くのセルフ・エスティーム耐究者にDIJiJされるセルフ エス

ティーム尺反を開発Lたローゼンパーゲは、セル7・エスティームを「日

]
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6
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被害#関係的視点による公正のし、用アの試み:n

己に対する積極的あるいは消極的態度」としており (Roscnbcrg，1965 

30; Mruk， 1999: 17)、優越牲を含まないだけではなく、積極的な評伺に

限定してもいない}セルフ・エスティームは何人のパーソナリティを表

す つの変数であり、セルフ エスティームがl司い人もいれば低い人も

いる c高いセルフ・エスティームとは、悶う土を lうよによいほoodcllough) 

と考えることで、非常によい (verygood) と考えることではない。自

分を{耐値ある人間であると感じたり、あるがままに自分を尊重したりす

ることであり、自分自身を悼敬したり他人が白分を叩放することを期符

することではないυ すなわち、自分を人よ，)j.~れていると 1まえている記、

要はないのである n パーソナリティ特性としてセルフ・エスティームが

低い人も存杭するが、ロ ゼンハーグのセルフ・エスティ ム理解によ

れば、低いセノレ7・エスティームとは自己+8台、日己不満を:意味し、自
分によJする尊重が欠けている状態ということになる υ このような低いセ

ルフ・エスティームは人を小安な精神状態に陥れる n したがヮて、セル

フ・エスティ ムが高いことは泊比、の 指標であり、快辿な人生をおく

ることにとってE主要な条1'1なのごあるの

セルフ・ Jスティームを公11との関わりから捉えようとする本稿にお

いては、セルフ・エスティームの志l昧に優越院を特に必要と守ることは

ないであろう。このことは、分配的公11の市で注べる衡半理論からも小

|唆されていると考えられる(第2章参照)。

さらに、 1- 1 節でも白 1~と社会との関わりについて述べたが、セル

フ・エスティームの捉え方においては、関係院を重視tるべきである。

セル7 ・コーステ fームの形成のもととなる白己理解は他者との関係性キ

相互作用の巾で決定されていくのであって、何人のl人I部で完結した月己

理解はあり得なしh 白己理解は個人内過料だけでは捉えきれ「、他者と

の関係性の巾で起きる社会的過程であって、他苫との相互作用がその人

のありんを決め、その人の白己理解を克向十lける重安な役割を果たすの

である。すなわち、そもそも悶己理解とは人々の反応に基づいた社会的

朱燃のトに成すするものなのである(遠抜 1999:154)。このような考

え方に立って、レアリーとダウンスは、人聞がイJl'Eし続けるのに必要不

可欠な他者との「社会的糾」がセルフ・エスティームの源呆であり、セ

ルフ・エスティームは向己と他者との佐慌を把握し、対人閃係維持がど

北法57(2-42:;)9:;5 [62] 
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}附 l此

のむJ笠うまくいヮているかを刀、す主総}均な指判ぼであるとするソシ寸メー

タ 説を援唱した l、Lιη 8;:D(l¥YelS， 1995: 128-129) c 本稿も、セルフ・

工人ティ ムの坦iis:、日いて、このような考え )j;)::重涜 fるべきである

とさーえる c

4-3 セルフ・エステ fームの捉え方と尺度

A:j'~Jで述べたよう;、セ fレブ・エスティームは ~~ì~-i. ーより定義 !)~'_~!i~ な

り、そのよ与造も多1ft;的である Lたがっと、研究においてセ il-- ~7 ・ J ス

テイ~ムを法Ijうi"lるときには、そのM究ではセル J・ユースティ ムをど

のように捉えてνユるかを明絡にし、それに対応した測定}'<J込を日いゐ必

要があゐ、 ヒ7レフ..T..ス7イーム訂究では、以下のよろなセ;vブ・ Lス

ティーム (i).jjl[え方が存在する吋

1 特「士 C)レフ・エスァイ ムと状逆行ルフ・コステ J .H 

ね性(てr;'.1て)と状l庄内ねtc) という区iJU(.土、心Jhf!.的な概念にj芸jしてよ

く用いっ;f't，{)、こす1ほ、七 Iレフ・ Lステ Jーム在 骨主的ととものとして

λるか、状況じむな現象，C して j仁えるかにいう区日:jの問~]-("ある 人は-

'l 0; ;'djさのとんブ‘コースティ ムを杉戒するが、その J ルフ・エス

ティ L は〉l、なる r夫況に影響多そそ:?と弘、動寸ると考えられる p 目~j者の状

況にム二れされることなくあJ己売皮古;シとされたセル 7・エスティームが特

陀セノレア・コスディ ム1一、<:，士、〉叱に土っ るで )ν7 ザスティー

ムが状態十 lレフ・コースティ、ムである(桁 T'好 2白OO:2C6)cしとがっ

亡、この 2 つの;烹別 ~il，J ¥'(するものとは主ごく、人はこの珂者ヰ 'í~ l.，ミ

ると従えられるのでゐる。そして、研究仁台いてはどちレつのセルフ.-] 

スァィームを間廷にし亡いるかc_I..;う点を|判事正に Lなければならない、

なぜなん:工、杭刊-:::;レソ・エステ f ムはその什質|、行政の原ヰとしと

の治山岳、数として機;泡する三とが多いはずで、状怒セルフー Lステトム

は状況がJ知人!を岳l:子T変};{::~する従反変3品、と L て泌;立されることが羊いはす

i-:.'から¥uある

一日有ピ上七 !l， 7 ・ 1 ス手ノ← ψ t，:..発達退担の椋々主 )/:-1卦 O)，~;;警:←;(~て形成さ

れ乙もの炉 Lて捉えれば、主h七七ル I，工ステ' ムも'uL¥'烏変者ーしなゐ。ま?、

特↑ザ七ルフーよスティ ムも状態七ルつ・ょスティ v ムも、ある変数が他(1)交

をtに影~~を与えるときに、成介交以ゃ洲市変41 と 1 '旬く場介もあるであ。ろっ

1031 l l:ì当日 7(2'422;93~



このようなほ別は、セJレy・工スァ fームを以;むする尺伎にもは|決さ

れる。ぬ3誌にり 111される口 1"ンパ ゲのセ JLつ エスティ ム r~ ，i:f

(日日R日 R0肘 nh(うl豆 196!'i: 17-;自止、 4寺件セル 7 ・ェステ(ムキ i~;~

るのに主 (lzjLミられるジヘザートンらは、

ムを出:j'j-ι するのに l~SES を{史 IH L、 RSES がヲミ厚相均約~1干に対してまっ l:.

く糾ぷごあったことを続手干しとし、るけ-If'athヒrtlll1品 Po;i寸 1991:897) c 

そ[て、全2Dj頁けからなる;1*盟、ピルブ・こスティーム iSS三引を測定

dるノミ反を非jE主1 -:;->↑iij-j母 89S)

2. 'Iそ骨セjレメ・ユーステメ ム

依存ど?悶係的伺点による公正の υ周;>，;:;~J\み :n

Jν ブ凶エス T i一

(globeJ self-estε己凶

エステノ ム (sp円 ific日 If出 tetlT)

え字通打、全殺的なセ 7レフ..T..ス.::;1 ムと状記〈コある領域;二特定し

たセルァ ιスァイ ムという上う主主味?ある仁翁j唱自'0:'こ考ミ Cも主

役的行ル 7 ・コステタ一ムはその情!主:t，、素である部分;ニキ:1、円寸る

iレソ・l 

)，フーエステイ ムと必然的に正の花|期制:):~-f-，予が予測ごきるが、実主rlËS

lも、全時均七 Iレ7 ・Lステ Jームと特記セルブ・ Lスティームの尺立

の問に有五:なBEi系があるこシを多くの財f七がノJミしている

1988 '11)し

狩定セルブ・工ステ r ムh'n口概念にとって言要どある側而に三及
Lていω手皮が大きくなれば、特3ヒセ;，フ..]-スティーム!立市 ij百:く全

般的セ n7・J スア/ ムに同係ヲるであろう" );[1河された仁会的階級

や地1'1 特lとおルフ・コースティ、 ムの 形態)と全般的 )_r 1レ7 ・J ス

テォ ムの関イ';í~< についてのT:ìL1t に J五い仁、ローゼン/'i グ CRoscnhc司令

1979: 129-l32i は了とも上りも大人l全般的セル 7・J スラィームと特

定七ノレブ・コス、T " ムの強し 1相坊を-~I.，\だした u これは、日 cJi!.定に

と予ては、 子どもよりも大人において任会的附紋や琳仰が革法だからで

あろう¥Broclwcf，1988: 11-12)~) 

日目ESii全般的セルア・エス7ノーJ、を測定するのによく II!e 'られ

るハ一方、おESはその区十ど Lて、外見についてのせ i〆y・V スアイ

ム、能力にワいてのいr:iレフ エスラト ~''. +十会的なヱルブ陪エステイ

:ls;"uckilCr 

..ロ ゼンノ、 グ内中ルブ 工ス-'";'.ムベ慢はいくつ古のH:c;(語版があるn

玄伺L土、治 2a::c)雫ffJUi)i光でil;本，悦二1ニトマ rlr江主 0982: を1-:-;，，-、ているい

1641 、、つ3}dt 
4古
、つ11止)
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}附，，'じ

ムを ftfi でおり、これらについての1寺;;Ê~: )〆ブ・エスティ ムをirtll';ζし

たいときに、これらのj大ifに対応した:以目/どけ/デノ11¥ 'られるロ!刊えば

ヴアームン ρ)(止、オランダのJIX'i:ic苫のせんフ・ニステ fームとうf配的

公 J 千三手i史的公，1 0) 1主11系を訓べるのに、 日目、目。〉十会的セル 7・ェス
ティーム0'):J民じのみを佼瓜している (VCl旧UE'--.¥1;:;ι} KnipPcE-:JC'只、an

KI'.Ippf'l'.her只品目;aatl¥Y.2001:623)。

3. e長岡セルブ・こスティーム

社会的アイデシテノティ刊治:こ上hLf、人の円己概念f上個人的な能力、

外品、 t';れなとに閉する認知から成立する旬へ[ぢアイデンティテメと、

r分が所属する {Jf~集弔そのものにつ νユてのから成立するむ会的ア

イデンヲ f午 Jの 2唄l而にう〉けて考えム jiゐ(波iJl， 1984: 1り4)u 1:究者

のよう会社会的アイデ/ティテ fl 二つい ι の認対 i を沼1I定しよろ，~:-Jるの

が集IJI'I:;;'"・ェスァ Lである)

mw被'行者の個人的な応、同研J公正感を別法制心とする不様において集
Hiセ Iレフ・ Lスデ Jームがとの校時王重妄であるかは明待合 f測は罰則ず

ある/子、集団的な;心端的ノアごと!~[~ ~こにつ亡はw 安な f玩念である J 14われる ρ

張所仕ル 7・エス子 P ムJ4反は 1レタ久シとクロノブJ が什成しており

(了 llhtån~:ll &-Crockcr， 1992::mn 、その日卒11lほも {'~f，x与されているは支

辺 1994:;日'7' ilタネ〆とクロ/カーの*1判セルフ'ー λテ/ームベ

}むよ、 をの下位凡!笠tして、集凶のメ〉パ シノブに演ヲるセ )~'7 ・コ

スティ ム、集同への 収他者からの I~+何、~ミ同への七分自身の評価、

集用への同 司の正要性の 4つが烈子とじて;111出えれている

ζI，j のセルフ ':Lステ fーム;ついてじっlJOC鈍から、ーさル 7 ・ Lス

ティームが何人においても社会においても重要右ものであること、公正

かノ】むにおし hて卓紫な慣わりがあるであろうことが王国月与されようコ

5 応報と感情勺

本章-:f官で述べたとおり、/ージックは正当な1，1'，、報1;1:然情的トーンを

波辺¥1号JJ) て心持|宍なる泣千が拍己主れてしゐる すなわち、集問への

枇他者からのP十円、集団d¥の日好青i止のr怖のり南下の代わりい、宗国に対

す毛針定的汗価、行史的司価という悩([在っている

~(\ !:i&慣は二いfと~吉到の つにうf対されるごいうrとは、 lうさうきした!:，;tじj や

l0fiJ Il:i当日7(2' 42¥)) 932 



依存ど?悶係的伺点による公正の υ周;>，;:;~J\み :n

i!7む必史がなし、と述べた Jノ ジソク 1997:107--109) ~十 L、ヴイ

iマ、 i立、工、判ih汁究を Lピュ し、応十誌についての実証妙手~-~(1)はとんど

が、 Lê、手法感 i再考ト ~;:L 司 lオるの L: ヨ}下レド l な在、知的 f デルや同いている

が、 &1占的空でみを考慮 jる ホット」なモデル主f，I:、立併究には重せさであ

ると述べている (Vidnム配つ印)0:3:?，--33)ハ}，6訴にとって感情古本宍的な

ι町議とあること;土、デヱルウ ムがFII罰についてぷべた 日!IIからも読み

とることができゐ デュ凡ケームは円j手]の特E2として第 l 激吉 ISな

反1'[-iI-HJ でjちる二1をあiYている L ，J~，ケ -1、 1971 約九 1十に末出

社会において l土、 :1'1 罰がときに ~Jlムへの妻、了、隣人なと !.mのない人々、

はでは践に犯罪行為;ニ道具として用いられたに返ぎない無当物にまでノ弘

ぶことがあることの理由号、日引のし 3のちともし a うべき i~K惰が、燃え

っきるまでやま〈よいからーである と述べごしるラ

も宝石者明恕を与えるーでも、また 1，[:

P七二めにも、感情対!こ怒りは重要である (Vidm2r，2C瓦)0:39)口被宍告が被

:古;じついて認るときの言葉から怒りの感清を捻i!i;J'j-ることは'れ劫であ

る(怒りの感情;土山分に危宍や5聖火があった，Cさに生じる〉しかし、)三

百やま元欠という条件のみによ Jて怒りが'-1じ之わけではないョアリスト

テレスは‘怒りの感情を「駁段ずることが王当な扱いこはいえなし 3のに、

円分、または九介に属するf可もの刀、に汁しあ刀、わさまな軒蔑があったた

め、これにあかりさまな復径をしよ与 yする、苫痛を保った欲オと と

表している(アリス kテLス 1992:161)" まと、ベ、コン(BaCO[e， F.; 

l王、 I{iぴ尽rifi2;;イそれ戸1.[-，十と同じかそれ以!じ怒川をliPきすまちせる

と主べている。 3-:[ P.G"C'述f たとおハ、位者を山えられるということ

はHうfの(虫{自をおとしめられるといつことであり、等絞め欠如、 1和辱を

c認知的感怯現戸市 iiわホ)ω ¥'1坊に"つラ!引レス[立、採りはぐ)，ソー

12L:害ινた!忍ヒ」など、 Jt較的弱し叫、長時!日にわたって持絞寸る感↑古を1、い、
f守動と;ょ l符 1)J r戸を げたべ去るような喜び」右ど、比較的ぬい感情をい

三 1996:1(/1) 情動以行動をづさ起こす 1mc， .JJlfiつけこしての':i?tぞ
布4一品(，主峯， 1 ~'J同日)乙 二のd占で、五;十日-，"，.論じ心感仙〉はね:!uを芭はよじてvミ

ると言える

ハイグ(， ~078: 333-33.l;におけるべー J〆グld14Mす斗olJ+;であるハ
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i師"光

エスティームまたは自己のアイデンテイテイへの脅威からだけで止じる

と仮定し、{年辱は怒りを喚起する T安な構成要止、であると T.張する

(Lazarus， 1991 : 828) 

不時敬な態度は、怒りの感↑占を喚起するだけではなく、不公11とも受

け取られる。実際、人々に不公正だと感じた経験を記述させると、多く

の人が不尊敬な待遇を受けた経験を記述する U'... rikula. Petri & Tanzer， 

199り137)。なぜ人々は侮辱的態皮を不公正と考えるのであろうかじミ

ラーによれば 2つの考え方がある。 1つは、侮辱と叩欲的ではないあら

ゆる行為は人々が正、円に自分のものであると信じているものを人々から

存うがゆえに小公正として絞験されるのだという;iR.明である(1¥1i 11肌

2ω1: 533)。もう 1つは、社会的父換関係を前提として、侮辱という負

の道徳的価値を持ったものを与える以卜、同じ負の道徳的仙値を返すべ

きであり、侮辱を守えた時点で社会的不均衡が創出されるから不公正の

感覚が生じるのであるという説明である(l¥Iil1cr，2001: 533)。すなわち、

侮辱は、権利を奪うが放に不公正であるという考え方と、負のものを守

えるがゆえに不公正なのだという考え方である。いずれにしても、侮与

は不公 11知覚を喚起するものであり、そのような認知が怒りを喚起する

と考えられる。

感情の生起については 2つの説がある (1吉J凡 1996:56-57)0 つは

感情感覚用論と呼ばれるもので、生周的反応、からのフィードハックが土

観的な感情経験を決定する重嬰な安同だという占場をとる c もう つは

認知の役割を強調するもので、認知的感情即司令と呼ばれる。認知的感情

理論は、感情を引き起こすもととなった出来11や状況の認知評価によっ

て感情経駁が決まると考える。すなわち、生起した粘巣の望ましさの紅

度や重安性、原同0)知覚など、似々な状況認知によって、経験される感

情の質が決定されるのである}この立場をとる感情研究では、感情の生

起に関わる認知評価の性質を明らかにし、それらがどのような状況評価

の次冗でI既念化されるかを示し、主要な感情がとのような認知評価次元

と連合しているかを検討する。このような耐究は、特定の感情を経験し

たときの状泌を被験者に思い山させて、そのときの状川の特性を詐定さ

せたものを分析したり、ある特定の状況をシナリオで尽被験者に提小して

そのときに経験する感情を報干与させたりして、とのような状記評価次元

[肝] 北法;;7(2' 418) 9:;0 



依存ど?悶係的伺点による公正の υ周;>，;:;~J\み :n

がヌロJ~7こかを I!づらかにするというよつな方法、を〆る 199 (j :G4)~ 

官i}，:(19ヲ6:71-75) iJ:、認知的感伯王世論の流れにfEYEtる耐322を概凱

1、感情![必lニ閃わるT要記認知副 111臼こして、状はの望まし去、!豆、内や

責粁の帰夜、キ~し丈ことの重守要性、 t起した Lことの 11字実性、左往定ーみした

こζ:こ丸して透Lr.'できる口;'~fJ.牧といっ 5 勺の許{曲次T:::;を挙げ口、る}こ

1 ιω うら、1M:寸や責イ干の ~'~.)/0; や汗↑而:立、i，!X り、 R1L み、ゴド:'J1::!岳、ブラ

イドなどのJb!:M.'.1命感情グ〉生起:慣わうていると多くの研究が士長してい

る山1 ご共通しており、犯罪主夜中高の感情lこ影響を lfえるすJ知的;;lLi次jじ

とし¥草なものである fこいえる}缶百にけする助機的、認知的、感情

的反応の司未知j尚i主Vこっし、てはまだ i分な研究がなされて ν通ないが

Ula!1町8:Pi~Jman ， 2切3:334)、本杭で:土、第2郊のミミSj[研究仁おいて、

仮託的モデルのトにこ7)J菜先を1Jうラ

8 応報と責任帰属

ント析でほ、社会'0、理学における伝馬研究 ~i 八々が主主終的に慾罰 !7~μ七に

雫るまての-7mß)~.ベt:n D'Ji邑 4主のうち、初期のf支|者を明らかにするもので

あ~)、 L~;事[t 均公.1.h !1 ヲ):グ):-jJのごとi についての村|デ「として

いる p 帰属託JfJtiこは、事故‘火i之;ーなとの被7今季~ 1-t- う事与と 1J;~1 じた J4j -;S('こ、

人々かどのようにその原|むさト特立にすゐか字解明-9-，:[) Ikj 呆的伝~の研究

と、百件に t の工ろに LL~ 来事の支{工を負わ l~_ るかという内!iEを解明する~

tf~i:::;罰の研究が含まれる u シーパ〆ヅ、シーすレノイブア 、アノレトマンlよ、

原向帰属と道徳的点r帰属の関係号、仮設的小討を用いた 2ワの文験ご
検;;H、l県|メリリ刻、責任ロ1)断、言'J同日fの73E係志パスIf祈二ぶ1-たところ、 2 

つの五殺とも、罰判 「るパスの係数以、京任判前fからのパス係数

のんが18: 1大，'1) 断。〕パス係者~よりもはるかに大主かった (Sh l1 ltz

SClllciIc( &入札、同n，1981 :245)(' この結果から、 ~í}の厳しさを判断する

のに、人は1¥;果性よりも道徳的な 1)断をljjいる〆いうことがわかる

日帰分析(/)応!+jで、合:をえL'I円相渇渇係をもとに、:出こ v 丈、同誌モテ?ンに v

f がって定数慌の同呆同 1~ を W:~ ずる多吹量 ~lt市 J、

~S 111凹 1"川 1:iワ7) もHt手の結!I'を諸山している 3 凶!I'，'Iと霊刑判断とのいl

にハjttな立接パス(ま存イjしなかったn

叫
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また、前節の検討においし仏、戦的lλ1むにおいと感r;， ~I寺におりが面

白:な会ぷであることをj旨拡しとが、主主づをかきウてる安!ヰl土、ア r'iコ IJ

ルに~ ~L!之、その行為がこのF7段，，~紫九れるべきかとい与判断と、その

非難を誰;一帰属するかといへことである¥."'¥ ¥'日 jJ:， 1983:1EiO) さh仁、

ミヮーは、道徳的な怨り lよfi~1丁劾に町i凱に含まれる不主主敬の~fJ正にた

えく依存す /0こし、あ。ぉ百行動がどれはど不尊敬[のであると主11'之され

るかということ仁~;響する妄囚の与ら三要なものは、力11筈苫 l- っし、ての

責任帰J.~; と、 tj:J'~:停の色分自身の責任:'，-~，tでする反応 lこ同t-9る認知lである

とヲる {S1illeム， 20Ul.5~~G) 二

之う によれば、加行者の責任を決定する要司のうち重要なのは、民

主行為のまヨiと子見可能性ごある U 特f 玄関はその?I劫をとった人河の

路REやイf虫色立を最もよく伝えるものーであることカら主要ーであるハ実|段、

攻撃有Jr:;i'f.においては、思区I市ではないお王f丁為はぎ図的な百円三行為にむ

較して、怒りも、同夜も喚起，ないという士11_~~1よ 賞してみら.i~_るもので

ある:I¥ul:C't 主的1:o3Gri1 u;，笠仁、実際には絞:合を生ことかぺた行為であコ

ても、 その1J'，為行事門米，C して危;??を飢えるこ，Cが;;.:T.-凶されて vザ?のだ y

，l(t，、われたf持合には日告主的な怒りを λl じさせることはすでに.l~t~J< 七(ノト

:l ----1参照し

人々か危苦行討についての戸Fflc間安どの kうに行うか、というこ jに

コいては多くのモデルがある その'1'のーワであるシ L)Vツ Yシ ι レイ

ブマ、によるモ平ル{よ、ある人がf白人を傷つ~iと場今を:;';);1，どし、モヵ人

が1j3r三ーのJ;K1Xlとあるかどうか、その傷~ーに貞行があるか、道徳的な非~;j

1:伯1るか、 もLそうなら与jを守えるべきか、 という!原長副i凶斗→王貢を吋f'"二→非寄叡! 
→;罰1σの】11'土ド階詳にな勺てしゐる Lρ[)a訂r:比C} g s討lJ，叫L凶L:， 1990:心53初0怜2幻jU4彼主ら:はよ各

政ド片の 1'11断で考慮され。条件も じており、名段対での判断は刑:を1;'(7

の凶同r，:~tjj是として各校|ZFにおける条件を考;さしと行われるつ例え{工、

責千千f土前段賠の'MI司IT新〆、意:1スI(t~\.意、ンド必の故.，章、通ムたなどJ や子

つ('1&汁中の波;11-~!)態度が♀打]l' 反映るれるという経験的事実からして、{支占

i土可Ij者にも影響をつえるであろう

]1 111凹"川1) においても、日三江河附:二五けるじ凶0)1者?とな1fi:'k引が:且i止さ

t~ t..二 J

l0~J J ll:i当日7(':> 41日)92宅



依存ど?悶係的伺点による公正の υ周;>，;:;~J\み :n

凡ロJ，"主f字などをCtわ什て干UI*riされるハ次lこ、この瓦i二宇U前!シ守、1f1宮ーの程

度や，1~11:手 JJ を今わせて泣終的な )r黙がれ訴さ札る G

ただい、占dTO))帯主五判断L:~土禄々なパイ F ス る、人はそbそ

も日分i布引jなれ:#Jrをしがちである i川上f-sen/in只bはお 自己主寸l:eSノく

A' -?ス υ したがって、戸分の与工場から完全に独立な判断をすること

は附難であ/，00 例えば、チェイキンこゲ _.l}，__土、実験的j菜作によって

五験安加苫千波筈主か加害苫のどちらかの古i釦同 慢させることで、

i司 の事以についてしi)町、伊:1を、力u芹者[I!']はお、況に、被弁者1!F:!上担i弁者11F

に対読させることを J支証した (ChEikin&けむり 197:5つコまた、ウォ

ルスタ やンエ パ は、ド1'-'白寸イ?防パイアスのである防衛的帰属
により責任判 l叫がゆが仁こと今実験にぶ ~'l 示した (\\-'alsle r， 1966:77早

Shavcr. 1970: 110) ')責任判断はこうレたハノアストらf:iJIさはる:し 4こ〆

を!ii'に意識すること均三市:安とあるυ

7 小箔

ミフ-1土、力日7ヰ行為に対'-(j-るLむtI1o)j':j的にいして、 tli:cヰA"O)セル 7 ・3
スティームの回復と何言者の矯 Lv')2つが特に六きし ι と述べている

(¥Iili円 2(的1:540ろ41)っ

1略本Lk~ 1i}われたりやjぷ骨不吋竿われωことに市山苫需の丈ぶ分は、

そのぶうなれィ告がJ?っL二己机念:にかかわる象徴的立I".kから生〕る(加7ヰ

背にJJする必報!よ ta~i百者 (i) 白己 f メ ジを ITH-主 0-<~ る。不公， 1 にM する

応 ~(:Rに失~~!t守ることは、長!i:「干去の円からも、 jt:~-1-íの弓からも、校行f11 脅

さら仁おと Lめることなのである J 1j出ハ(土単i:)C不しな71fElp対するtZl心

としもうとけではなく、その ~j な完馬区:こ討する布極flj な挑戦ごもあるの

で、ほんのわずかにザH'命的な黙りを ゼけでも、投育者のイえ ン

を間人的ドも司会的ドも :>:11亙させる τとができるつしたが"，ご、怒りを

公的:見 tL-6JJjをfふっということが重安となるのかもしれな¥"'c，小ーガ

/と旬ムフ (土、被古布の包ぞを守るために多数の誠ポの而守正を

'1'とめることカミ重 ~~.ごあると tiJ:B: L"，ている II:、gar:.& El下 l<，r，1980

140-1~1;ο 加害者による悔慢の Iγrワ LE示べコ謝罪ノア被写苫の悠りの官U~に

"，::: Ji5-，¥'-U;(ニゴっし、て、 白う了に事目('ir.l)よし、ように'l'1Jl!01をωカ《めること J

り
μ)
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有効でユあること (例えば、 Obuchi， Kamccla & i¥garic， 1989; Illm，21川0

など)も、応報の最終的目的がセルフ・エスティームの回似であること

を示唆しているだろう。さらに、ミラーがあげた、もう つの日的であ

る加害者の教育も、最終的には加害者の信念を変更させることでセル

フ・エステイ ムを|μ|復することができるということから、セルフ・エ

スティームの回似によって応報的公11が達成され、町、報的反応が解消さ

れるのではないかと考えられる U
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